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ア 設置の趣旨及び必要性 
 

１ 大学の沿革 

本学は、昭和 28（1953）年、社会事業専門従事者の養成を目的に、「我が如く等しくして異なる

こと無からしめんと欲す」を精神的根源として名古屋市昭和区滝川町に開設された中部社会事業短

期大学を前身とする。その後、昭和 32（1957）年、日本で最初の四年制社会福祉学部が発足、日本

福祉大学と改称し、平成 25（2013）年に創立 60 周年を迎えた。 

建学の精神にある「社会の革新と進歩のため挺身する志の人」の育成を通じて、これまで７万人

を超える卒業生を輩出するとともに、福祉を軸とする教育・研究活動の総合化を推進し、我が国に

おける社会福祉の発展に貢献してきた。 

昭和 32（1957）年に社会福祉学部社会福祉学科を設置して以降、昭和 36（1961）年に女子短期大

学部を開設し保育科を、昭和 39（1964）年に女子短期大学部に生活科を、昭和 44（1969）年には大

学院を開設し、社会福祉学研究科社会福祉学専攻修士課程を設置した。昭和 48（1973）年には、女

子短期大学部生活科を廃止し、昭和 51（1976）年に経済学部経済学科を設置した後、昭和 58（1983）

年には名古屋市昭和区滝川町から知多郡美浜町（美浜キャンパス）へ全面移転を行った。 

また、平成７（1995）年に半田キャンパス開設および同キャンパスに情報社会科学部情報社会科

学科を設置し、平成８（1996）年に女子短期大学部を廃止するとともに、大学院に社会福祉学研究

科博士後期課程を、経済学部に経営開発学科を設置し、社会福祉学部を改組（発達福祉専攻と福祉

システム専攻の２専攻制）した。 

平成 11（1999）年には、大学院に情報・経営開発研究科情報・経営開発専攻修士課程および社会

福祉学研究科福祉マネジメント専攻修士課程を設置し、サテライトキャンパス名古屋を開設した。

平成 12（2000）年には、社会福祉学部保健福祉学科を設置し、経済学部経営開発学科を改組すると

ともに、社会福祉学部と経済学部経営開発学科に昼夜開講制を導入した。 

さらに、平成 13（2001）年には通信教育部経済学部経営開発学科、大学院に情報・経営開発研究

科情報・経営開発専攻博士後期課程を、平成 14（2002）年には大学院に国際社会開発研究科修士課

程（通信教育）を、平成 15（2003）年には福祉経営学部に医療・福祉マネジメント学科および国際

福祉開発マネジメント学科ならびに通信教育部（通信教育部経済学部経営開発学科を改組）、大学

院に社会福祉学研究科心理臨床専攻修士課程を設置するとともに、同年には名古屋キャンパスを開

設した。 

その後、平成 16（2004）年には社会福祉学部心理臨床学科、情報社会科学部に人間福祉情報学科

と生活環境情報学科、大学院に社会福祉学研究科社会福祉学専攻（通信教育）と国際社会開発研究

科博士後期課程（通信教育）を設置し、平成 19（2007）年には大学院の福祉社会開発研究科に社会

福祉学専攻、福祉経営専攻、人間環境情報専攻、国際社会開発専攻（通信教育）の博士後期課程４

専攻を設置するとともに、福祉経営・人間環境研究科に福祉経営専攻と人間環境情報専攻の修士課

程２専攻を設置した。 

平成 20（2008）年には、リハビリテーション学科と福祉工学科（情報社会科学部を改組）から構

成される健康科学部、子ども発達学科と心理臨床学科（社会福祉学部心理臨床学科を改組）から構

成される子ども発達学部、国際福祉開発学部国際福祉開発学科（福祉経営学部国際福祉開発マネジ

メント学科を改組）の３学部を設置し、平成 21（2009）年には、大学院に医療・福祉マネジメント
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研究科医療・福祉マネジメント専攻修士課程を設置した。 

上記は本学が建学の精神に基づき、その時々の社会情勢に応じて社会の革新と進歩のために挺身

する人材を養成してきたものであり、平成 26（2014）年４月現在、美浜キャンパス（所在地：愛知

県知多郡美浜町）に社会福祉学部、経済学部、子ども発達学部、国際福祉開発学部、福祉経営学部

を、半田キャンパス（所在地：愛知県半田市）に健康科学部を、名古屋キャンパス（所在地：名古

屋市中区）に社会福祉学研究科、医療・福祉マネジメント研究科、国際社会開発研究科、福祉社会

開発研究科を配置する、３キャンパス６学部４研究科を擁する福祉分野を中心とした「ふくしの総

合大学」として、教育研究を展開している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育研究上の理念、目的 

本学は、教育研究上の理念である建学の精神を具現化するため、「学校教育法に則り、人間および

社会に関する諸科学を総合的に教授研究し、高潔なる人格と豊かなる思想感情を培い、社会にとっ

て有為な専門家であり、かつ地域社会に貢献できる人材を養成することを目的とし、広く人類社会

の発展に寄与することを使命とする（日本福祉大学学則第１条より）」ことを目的としている。 

また、教育標語として「万人の福祉のために、真実と慈愛と献身を」を掲げ、真理の探究と人間

の尊厳を基に、21 世紀の新しい社会福祉の構築に貢献する指導的人材を養成することを教育目標と

している。 

 

 

３ 看護学部設置の趣旨 

本学は日本で最初の四年制社会福祉学部を有する大学として、地域の医療・福祉を担う専門職の

人材養成に積極的に取り組み、全国の社会福祉施設や医療機関等へ多くの人材を輩出し、我が国の

地域医療・福祉に大きな貢献を果たしてきている。 

国民の生活・健康ニーズの多様化を背景に、地域を基礎単位とする医療を取り巻く環境が著しく

＜建学の精神＞ 

この悩める時代の苦難に身をもって当たり、大慈悲心・大友愛心を身に負うて、社会の革

新と進歩のために挺身する志の人を、この大学を中心として輩出させたいのであります。そ

れは単なる学究ではなく、また、自己保身栄達のみに汲々だる気風ではなく、人類愛の精神

に燃えて立ち上がる学風が、本大学に満ち溢れたいものであります。 

釈尊のお言葉、「我が如く等しくして異なること無からしめんと欲す」この一偈（げ）を、

精神的根源としたいのであります。 

これぞ本大学学徒等の、魂の奥底に鳴り響かすべき、真理追究の基調でなければならない

のであります。 

 

昭和 28 年４月１日 

 

学園創立者 鈴木 修学
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変化してきている中、医療の高度化や包括的なチームケアが進み、一方では医療専門人材の不足が

重大な問題となっている。とりわけ、諸地域における看護人材の確保と看護教育の高度化は大きな

課題となっており、看護専門職としての知識と技術のみならず、適切な判断力を備えた看護実践能

力と基礎教養を兼ね備えた人材の養成が求められている。 

本学がリハビリテーション、介護領域に留まらず、医療従事者の中で大多数を占める「看護」領

域に踏み出すことは、上記の社会的要請に応えるとともに、全国諸地域における医療と福祉の連携・

統合実現を標榜する「ふくしの総合大学」としてのミッションをより強固に打ち出すものとなる。

また、知多半島地域および西三河南部西地域における唯一の学士課程（四年制大学）による看護職

の養成を行うことは、同地域の看護人材需要に応えるものである。 

本学部の設置にあたっては、看護師国家試験受験資格付与に必要な専門知識・技術の修得のみな

らず、基礎教養を身につけた上で、チーム医療や多様化する地域医療の現場において、指導的役割

を担う素養を有する看護職を養成することに取組む。 

 

 

４ 看護学部設置の必要性 

 

１）本学の建学の精神および目的による必要性 

本学は、昭和 28（1953）年、社会事業専門従事者の養成を目的に開学し、平成 25（2013）年に

創立 60 周年を迎えた。建学の精神にある「社会の革新と進歩のため挺身する志の人」の育成を通

じて、これまでに７万人を超える卒業生を輩出するとともに、福祉を軸とする教育・研究活動の

総合化を推進し、わが国における社会福祉の発展に貢献してきた。 

社会福祉学領域を中心に、経済学、保育・初等教育、国際、工学、保健衛生学など幅広い教育

研究活動を展開し、特に、保健・医療・福祉の連携の重要性・必要性が問われる中、平成 12（2000）

年に社会福祉学部保健福祉学科を、平成 20（2008）年に健康科学部リハビリテーション学科（理

学療法学専攻、作業療法学専攻、介護学専攻の３専攻により構成）を設置し、医療・保健衛生学

分野への進出を図るとともに、保健・医療・福祉の融合を目指してきた。 

本学は「ふくしの総合大学」をめざして、「健康・医療」（いのち）、「福祉・経済」（くらし）、

「教育・発達」（いきがい）の３つの領域の発展充実に努めている。特に平仮名で表記する「ふく

し」は、狭義の「福祉」だけではなく、幅広い領域において「人間らしく幸せに生きるため」の

あらゆる活動を包含する言葉として用いている。本学が看護学部を設置することは、「健康・医

療」（いのち）の領域をさらに発展充実させるものであり、大学としての特色をより鮮明にすると

ともに、本学が長年培ってきた資源を最大限活用した相乗効果（多職種間連携教育による他職種

理解など）が期待できるものである。 

 

２）地域的な看護職員の人材確保の動向 

(1)愛知県の動向 

「愛知県地域医療保健計画」によると、愛知県の看護職員の受給の見通しは、近年、県内に

看護系学部・学科が多く設置されてきたこともあり、年々改善されているものの、平成27（2015）

年における充足率は 98.9%（需要数 74,657 名、供給数 73,870 名）と、依然として 100%に達し
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ていない。主な就業先となる「病院」の平成 23～27 年の需要数の伸びは 106.3%と高くなって

いる一方、同時就業者数の供給数の伸びが 104.2％であるのに対し、「退職等による減少数」の

変化は 107.8％とそれを上回っており、新卒就業者数の一層の確保が望まれる。 

また、公益社団法人日本看護協会が発表した「2012 年病院における看護職員需給状況調査」

速報によると、看護職員の離職率は、常勤、新卒ともに４年連続で減少傾向にあるが、特に北

海道、首都圏、本学部の設置予定地である愛知県、大阪府等の都市部では、平均よりも高い離

職率の傾向が続いている。 

 

(2)知多地域（知多半島医療圏）の動向 

本学が立地する知多地域（知多半島医療圏）は、５市（大府市、東海市、知多市、半田市、

常滑市）５町（阿久比町、東浦町、武豊町、美浜町、南知多町）にて構成される愛知県南部に

位置する地域である。平成 24（2012）年度における同地域５市５町の人口は約 61 万８千人で

あり、名古屋市の近隣地域として成長を続けている地域である。 

愛知県内においては、すでに９大学（国公立３大学、私立６大学）が学士課程における看護

師養成に取組んでいるが、２次医療圏別に見ると、それらは名古屋医療圏および尾張東部医療

圏を中心に所在しており、知多半島医療圏においては本学が初の学士課程での看護師養成に取

組むこととなる。 

また、学部設置を想定する平成 27（2015）年度は、本学部を設置する東海市において西知多

総合病院（約 470 床、東海市民病院と知多市民病院の合併）が新たに開設され、加えて、常滑

市民病院の新病院（266 床）の開設が予定されるなど、知多半島内の医療機関における大きな

転換期であり、その充実・発展に寄与することが望まれている。特に本学部の設置にあたり、

新たな奨学金制度の創設も検討されており、その期待は大きい。本学が愛知県内の 319 病院

（125 病院が回答）に対して行ったアンケート調査でも、本学部の必要性に関する問いに対し

て、「福祉に理解のある質の高い看護師をより多く確保するため」「大学病院とはちがう福祉の

視点のある看護師の育成に期待がもてるから」「貴校は福祉関係においては非常に貢献されて

おり、他学部と協働し、優秀な学生を育成してほしい」「基礎が重要と現場で実感している所

ですので、是非よい教育をして頂きますように切望致します」といった、本学部の特色に期待

する意見がみられた。 

さらに、上記に加え当該地域は、国立高度専門医療センターである独立行政法人国立長寿医

療研究センターおよびあいち小児保健医療総合センター（大府市）、公益財団法人スポーツ医・

科学研究所（阿久比町）といった高度専門研究機関が所在しており、それらと連携・協働した

教育研究活動を展開することが可能な地域である。こうした機関とは、すでに本学教員との間

で共同研究を行うなどの具体的な連携を行っており、本学部においても、一層の連携を図るこ

とを視野に入れている。 

 

３）将来的な見通し 

(1)全国的な看護職員の需給見通しの観点から 

平成 22（2010）年 12 月 21 日に厚生労働省より提示された「第七次看護職員需給見通しに

関する検討会報告書（座長：尾形裕也 九州大学大学院教授）」によると、看護職員の需要見
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通しは、平成 23（2011）年の約 140 万４千人から平成 27（2015）年には約 150 万１千人に増

加する見込みである。それに対して、供給見通しも平成 23（2011）年の約 134 万８千人から平

成 27（2015）年には約 148 万６千人に増加する見込みであるが、依然として需給のバランスが

とれない見通しである。 

同報告書では、長期的な看護職員の需給見通しも示されており、平成 37（2025）年の需要数

は、約 191 万８千人から約 199 万７千人、医療提供制度が機能分化された場合には、183 万９

千人から 191 万９千人、供給数は約 179 万８千人という推計である。いずれの数値も現在より

も大幅に増加しているが、医療提供制度の機能分化の動向により、需要数の推定は異なってく

る可能性はあり、長期的な視点においても、需要が供給を上回るという状況の変化は生じにく

いと考えられる。 

また、需給状況を推察する上で重要な要因となる看護職員の離職率は、前述の「2012 年病院

における看護職員需給状況調査」速報によると、常勤、新卒ともに離職率は４年連続で減少傾

向にあるが、特に北海道、首都圏、本学部の設置予定地である愛知県、大阪府等の都市部では、

平均よりも高い離職率の傾向が続いている。 

 

(2)医療ニーズの多様化への対応等の観点から 

医療の高度化に伴う環境の変化、療養の場や国民のニーズの多様化、チーム医療推進の観点

から、安心・安全の医療を確保するために、質の高い医療従事者の養成が社会的に求められて

いる。 

平成 25 年版高齢社会白書（内閣府）の人口推計において高齢者人口（65 歳以上の人口）は、

「団塊の世代（昭和 22～24 年に生まれた人）」が 65 歳以上となる平成 27（2015）年の 3,395

万人から「団塊の世代」が 75 歳以上となる平成 37（2025）年には 3,657 万人に達すると見込

まれており、その後も高齢者人口は増加し、平成 54（2042）年に 3,878 万人でピークを迎える

と推計されている。その一方で、18 歳人口は平成４年（1992）年の 205 万人から平成 25（2015）

年には 123 万人と、約 20 年間で 82 万人の減少となっている。18 歳人口の推移については、

平成 21（2009）～平成 32（2020）年までは 120 万人前後で推移するが、平成 33（2021）年頃

から再び減少する。少子高齢社会がより加速する平成 33（2021）年以降の我が国への備えとし

て、より高度な看護教育を受けることが出来る環境整備は喫緊の課題である。 

また、「社会保障制度改革国民会議 報告書 ～確かな社会保障を将来世代に伝えるための道

筋～（会長：清家 篤 慶應義塾長）」（平成 25 年８月６日 社会保障制度改革国民会議）には、

社会保障制度改革の方向性の一つとして、「地域づくりとしての医療・介護・福祉・子育て」

が提言されており、特に「医療資源を有効に活用し、より質の高い医療提供体制を実現するた

め、医療機能の分化・連携を進めていくことが必須であるが、その改革の実現のためには、在

宅等住み慣れた地域の中で患者等の生活を支える地域包括ケアシステムの構築が不可欠であ

る」との言及がある。その背景として、「高齢化の進展により、疾病構造の変化を通じ、必要

とされる医療の内容は、『病院完結型』から、地域全体で治し、支える『地域完結型』に変わら

ざるを得ない」旨が示されており、その改革に必要とされることとして、「医療・介護の連携

と地域包括ケアシステムというネットワークの構築」が提起されている。このことは、これま

でに本学が進めてきた保健・医療・福祉の連携、地域連携・貢献を意識した研究・教育の取組

5



につながるものであり、その連携の必要性を十分に理解し、修得できる人材養成を図る本学部

設置の大きな礎となる。 

 

４）保健師課程設置の必要性 

(1)課程設置の必要性 

本学は開学以来、福祉を軸とする教育・研究活動の総合化を推進し、我が国における社会福

祉の発展に貢献してきた。本来、社会福祉領域は座学に留まらず、実習をはじめとして地域・

社会をフィールドとして研究・教育に取り組むものであり、本学にはそうした学風が培われて

いる。特に昭和 58（1983）年の美浜町への全面移転以降、「地域に開かれた大学」として、積

極的に地域社会に向けた取組を行ってきており、昭和 63（1988）年には知多半島総合研究所

を設立するなど、その取組は年々拡大してきている。 

また、前述のとおり「社会保障制度改革国民会議 報告書」において、「『病院完結型』から

地域全体で治し、支える『地域完結型』への転換」、「医療・介護の連携と地域包括ケアシステ

ムというネットワークの構築」が提起されていることは、これまでに本学が進めてきた保健・

医療・福祉の連携、地域連携・貢献を意識した研究・教育の取組につながるものである。 

そうした社会情勢下において、また本学の歴史を鑑みて、地域・社会に貢献することは本学

の使命であり、そのさらなる発展に向け、地域医療・保健に大きく貢献できる人材を輩出すべ

く本学部に保健師課程を設置するものである。 

 

(2)課程定員設定の理由について 

本学部が設置される知多半島医療圏は、５市５町（人口約 62 万人）で構成され、同圏域に

は２つの保健所（知多保健所、半田保健所）が設置されている。また、同じく学士課程がない

西三河南部西医療圏は６市（人口約 68 万人）で構成され、同圏域には衣浦東部保健所が設置

されている。本学部、特に保健師課程においては、こうした地域を中心とした人材供給を想定

するところである。 

地域・社会に貢献することを使命とする本学において、地域との密接な連携を実現し、あわ

せて、より丁寧な教育環境および有意義かつ効果的な実習を行える環境を整える点において

は、少人数による教育が望ましい。さらには卒業後の人材供給にも鑑み、地域を十分に理解

し、卒業後も真摯に地域に貢献できる人材を育成するため、入学定員の 15％（15 名）を目安

として、養成を行うこととする。 

 

資料編：資料１-１「愛知県の２次医療圏と看護系大学の所在地」 

資料編：資料１-２「2012 年 病院における看護職員需給状況調査」速報 

（公益社団法人 日本看護協会広報部） 

資料編：資料１-３「第七次看護職員需給見通しに関する検討会報告書」 

資料編：資料１-４「平成 25 年版 高齢社会白書（概要）」（関係部分抜粋） 

資料編：資料１-５「18 歳人口と高等教育機関への進学率等の推移（平成元年度以降） 

～これからの大学教育の在り方について（第三次提言）参考資料より～」 

資料編：資料１-６「社会保障制度改革国民会議 報告書 

～確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋～」 
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イ 学部、学科等の特色 

 

１ 教育理念 

学生ひとりひとりが、自ら学び、考え、問う力を育み、人々に関心を抱き理解を深める感性を涵

養し、個別性に対応できる看護の実践能力を備え、地域社会の保健・医療・福祉に対して真摯に対

応できる看護専門職を育成する。 

 

２ 教育目標 

本学部の教育目標は以下のとおりとする。 

○あらゆる健康状態にある対象に対して、通じ合えるコミュニケーションが取れる人材を育成

する。 

○主体的に学び、科学的、論理的、批判的思考をそなえた人材を育成する。 

○対象となる人々に関心を向け、理解し、倫理観をふまえ、真摯に対応できる人材を育成する。 

○基礎的な看護実践能力を修得し、対象となる人々に対して適切に対応できる人材を育成する。 

○保健・医療・福祉領域に関連する専門職種の役割を認識し、看護専門職として協働性を発揮

できる人材を育成する。 

 

３ 養成人材像 

医療現場は年々高度化し、複雑化している。入院期間の短縮が進み、病院では急性期の患者が中

心となり、十分に回復しないまま施設や在宅での生活を余儀なくされている。そのような現状の中

でも、看護の対象となる人々がその人らしさを保ち、生活の場に即した適切な看護が受けられるこ

とが重要である。 

そのため本学部では、高いコミュニケーション能力をもち、基礎的な看護実践能力をそなえた確

実な実践ができる看護職の養成を目指したいと考える。具体的には、本学の教育標語である「万人

の福祉のために、真実と慈愛と献身を」を体現できる人材の養成をめざし、日本福祉大学スタンダ

ードを基本とした４つの視点をもとに、学生ひとりひとりが、自ら学び、考え、問う力を育み、人々

に関心を抱き理解を深める感性を涵養し、個別性に対応できる看護の実践能力を備え、地域社会の

保健・医療・福祉に対して真摯に対応できる看護専門職を育成する。 

 

１)「伝える力」：豊かなコミュニケーションスキルをそなえた看護職の養成 

コミュニケーションは、他者を理解し、かつ他者からも理解されようとする過程であり、看護

にとってケアの大前提となる重要なスキルである。聴く力、書く力、話す力をそなえ、あらゆる

健康状態にある人々に対しても、通じ合えるコミュニケーションが取れる人材を育てる。 

 

２)「見据える力」：主体性をもち考える力をそなえた看護職の育成 

医療の高度化や看護ニーズの多様化等に対応するには、学生が自ら学ぶ力を育むことが必須要

件となる。学生が主体的に学べる環境を整備し、さらに、科学的、論理的、批判的思考をそなえ

た看護職を育成する。 
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３)「共感する力」：人を理解できる看護職の育成 

看護の対象となる人々に関心を向け、理解し、専門職業人としての倫理観をふまえ、真摯に対

応できる看護職を育成する。 

 

４）「関わる力」：確実な基礎的看護実践能力を発揮できる看護職の育成 

医療は急速に高度化し、複雑化しており、それに伴い、より高い知識と専門性が看護に求めら

れる。しかしながら、真に必要な看護職は、基本的な看護技術を身につけ確実なケアを提供し、

人々がどのような健康状態にありながらも、大切な何気ない日常を保証することができる実践者

であると考える。 

さらに、医療の場の広がりとともに、福祉領域等に関連する専門職種との連携は一層重要とな

るため、専門職者の役割を認識し、看護の立場が理解できる看護職を育成することが急務である。 
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ウ 学部、学科の名称及び学位の名称 

 

１ 学部学科の名称 

本学部は、看護専門職として地域の保健・医療・福祉の発展に寄与する人材の育成を目指し、看

護学における専門的な知識および技術の修得のみならず、社会人として必要な幅広い基礎教養を身

につけた人材育成に取組む。 

学部学科名称およびその英訳名称については、看護師および保健師の国家試験受験資格付与に必

要となる科目配置を中心とした教育課程を編成するとともに、看護師養成を担う学士課程としての

社会的責任を明確に打ち出すため、以下のとおりとする。 

 

名称（英訳名称）：「看護学部 看護学科（Faculty of Nursing ／ Department of Nursing）」 

 

 

２ 学位の名称 

本学部において授与する学位名称およびその英語名称については、保健師助産師看護師学校養成

所指定規則に定められている内容を中心とした教育課程となるため、以下のとおりとする。 

 

授与する学位（英訳名称）：「学士（看護学）（Bachelor of Nursing）」 
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エ 教育課程の編成の考え方及び特色 

 

１ 教育課程の編成方針 

本学部は、学生ひとりひとりが、自ら学び、問う力を育み、人々に関心を抱き理解を深める感性

を涵養し、個別性に対応できる看護の実践能力を備え、地域社会の保健・医療・福祉に対して真摯

に対応できる看護専門職を育成することを理念としている。理念に即したカリキュラム・ポリシー

を設定し教育課程を編成する。 

 

【カリキュラム・ポリシー】 

○「日本福祉大学スタンダード」を基本とした４つの視点（伝える力、見据える力、共感する力、

関わる力）を重視し、基礎的な要素に重点をおき、複雑さを抑え、簡潔で柔軟性のある科目配

置とし、総合基礎科目、専門基礎科目、専門科目の３つの科目群で構成する。 

 

○総合基礎科目は、経済学部と国際福祉開発学部と連携することにより、専門領域に偏らない広

い知見と判断力を養い、共に学ぶ機会をもつことで、互いが活性化できるように科目の充実を

はかる。 

 

○専門基礎科目は、様々な健康状態にある人々を対象とする看護にとって重要な要素である、身

体の構造と機能、心のはたらき、主な疾病と具体的な治療方法、健康を維持するための支援方

法と社会生活を支える機能について習得できるように、『身体とこころのはたらき』、『疾病と

治療』、『健康支援と社会生活のしくみ』の３領域で構成する。 

 

○専門科目は、『看護学基盤領域』、『看護学実践領域』、『看護学統合領域』の３領域で構成する。

『看護学基盤領域』を通して、看護実践能力に必要な基礎的知識と技術を習得し、『看護学実践

領域』において、様々な対象者や場において看護を実践するための能力を身につけ、『看護学統

合領域』において、既存の看護学の学習を文字通り統合し、基礎的な看護実践能力を修得する。 

 

○社会福祉、介護、リハビリテーション、医療・福祉マネジメント等、関連する専門職種との連

携を実感できる編成とする。 

 

 

２ 教育課程の特色 

１）基礎的な要素を重視した教育課程の構造 

教育課程は、基礎的な要素に重点をおき複雑さを抑え簡潔で柔軟性のある科目配置を目指し、

総合基礎科目、専門基礎科目、専門科目の３つの科目群で構成する。科目設定にあたっては、学

生に多くのことを学ばせたいという思いから様々な内容を盛り込もうとする傾向になりがちで

あるが、常に教育理念に立ち返り科目の精選を行い、基礎的な要素を重視するように努めた。 

本学部の卒業要件は、４年間在学し、総合基礎科目 16 単位以上、専門基礎科目・専門科目 108

単位以上、計 124 単位以上の取得であり、大学設置基準に準ずる単位数である。科目名称も講義
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内容をイメージしやすいように、明瞭で簡潔な表現とした。 

 

(1)総合基礎科目 

総合基礎科目は、看護学を学ぶための基盤形成、社会に向けての広い視野、歴史的な観点、

多面的な思考を育成することを意図して１年前期から２年前期にかけて配置している。 

必修科目は、「英語コミュニケーションⅠ」～「英語コミュニケーションⅣ」、「基礎ゼミナ

ールⅠ」、「基礎ゼミナールⅡ」および「化学」の８単位を配置している。「化学」は、「生化学」、

「臨床栄養学」、「臨床薬理学」、「臨床検査学」との関連が深く、専門基礎科目を学ぶ上で重要

な科目となるため必修科目とした。 

選択科目は、「心理学」、「社会学」、「哲学」、「異文化理解」、「グローバル教養」、「法と社会

（日本国憲法）」、「情報処理演習」、「健康・スポーツ」などにおいて、合計 34 単位を設定して

いる。これらは、経済学部と国際福祉開発学部との連携科目であり、専門領域に偏らない広い

知見と判断力を養い共に学ぶ機会をもつことで、互いが活性化できるように設定している。 

 

(2)専門基礎科目 

専門基礎科目は、様々な健康状態にある人々を対象とする看護にとって重要な要素であり、

『身体と心のはたらき』、『疾病と治療』、『健康支援と社会生活のしくみ』に焦点を絞り構成し

た。 

 

①『身体と心のはたらき』 

『身体と心のはたらき』は、看護の対象となる人々への関心を高めるために、心の構造

や機能、身体と心の関連について基礎的な知識を学ぶ科目で構成し、１年次に配置してい

る。全科目が必修であり、合計８単位である。 

身体の構造と機能を理解するために、「人間の形態と機能Ⅰ」と「人間の形態と機能Ⅱ」

を、その他の身体のはたらきを理解するために、「生化学」、「微生物学」を１年次に設定

している。看護実践をする際の安全性と効率性、医療器具等の在り方について学習する目

的で「人間工学」を取り入れた。 

こころのはたらきへの理解を深めるために、「ストレス心理学」および「人間関係論」

を設定し、ストレスの心身への影響および緩和するための方策と、自己理解と他者理解の

必要性およびコミュニケーションの基礎を習得する。 

 

②『疾病と治療』 

時代背景や文化、人を取り巻く環境、医療の進歩により疾病の成り立ちや治療は大きく

影響を受ける。『疾病と治療』では、様々な状況から影響を受ける疾病の構造や仕組み、

具体的な治療法について学習する。全科目が必修であり、合計 11 単位、２年次に学習す

る。 

疾病の原因を探り身体に生じる変化については「病理学」で学び、「疾病論」は内科系・

外科系・小児系・母性系・精神系に精選して、各疾患についての病態、症状、診断、基本

的な対応と治療および最新の治療法について学習する。 
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治療的側面を理解する上で、診断、重症度、治療方針を決定するために必要な「臨床検

査学」、治療に重要な役割となる「臨床薬理学」、さらに食事療法に関する知識として「臨

床栄養学」を設定した。 

 

③『健康支援と社会生活のしくみ』 

『健康支援と社会生活のしくみ』では、健康の考え方、健康を保持するための構造や仕

組み、社会生活における保健・医療・福祉に関する制度の基本について学ぶ。全科目が必

修であり、合計 15 単位、１年後期から２年後期にかけて配置している。 

健康支援については、「健康管理学」において健康についての概念を理解し、「保健行動

論」において保健行動の特徴、健康支援や健康教育に生かすための基本的な理論やモデル

を学習する。「家族社会学」において現代社会の家族の特徴や問題、家族の在り方について

学ぶ。 

社会生活のしくみの基本的な要素として、疾病予防や健康増進のための理念や対策に関

する「公衆衛生学」、社会生活の仕組みを学ぶ「社会福祉学」を配置した。保健・医療・福

祉に関わる行政の仕組みや理念、歴史的変遷については「保健医療福祉政策論」を通して

学び、集団を対象とした健康増進や疾病予防に役立てる方法および統計の基礎については、

「疫学」と「保健医療統計学」において学習する。 

 

(3)専門科目 

看護学の核となる専門科目は、『看護学基盤領域』、『看護学実践領域』、『看護学統合領域』

の３領域で構成する。 

 

①『看護学基盤領域』 

『看護学基盤領域』は基礎看護学を中心とした科目で構成し、看護の基盤を学び基礎的

な看護実践能力を修得する。全科目が必修であり、合計 15 単位、１年前期から２年後期

と、「看護管理概論」のみ４年後期に配置している。基礎的な看護実践能力の修得に重点を

おく本学部においては、『看護学基盤領域』の単位数を他の専門領域よりも多くしている。 

1 年前期に、「看護学概論（概念・理論・歴史）」を通して看護の基本となる概念を理解

し、歴史的変遷から現代の看護の在り方について学ぶ。１年後期に、対象者を総合的に把

握するためのコミュニケーションおよびフィジカルアセスメントに関する基本的技術を

「看護技術演習Ⅰ」において習得する。健康障害をもつ対象者が実際に過ごす臨床の場を、

１年次の最後に「基礎看護学実習Ⅰ」において体験する。 

２年前期には、対象者の状況に合わせた日常生活援助が実施できるための基礎的能力と、

診療過程に伴う診療援助に関する基礎的能力を「看護技術演習Ⅱ」、「看護技術演習Ⅲ」で

習得し、さらに根拠に基づいた看護の実践に向けて、看護過程の原理・原則およびプロセ

スについて「看護過程演習」にて学習する。看護に関する専門的な知識が徐々に体系化さ

れ、蓄積された段階で、看護実践における倫理的意思決定や倫理的諸問題に対応できるよ

うに「看護倫理」を配置する。２年前期の終わりに『看護学基盤領域』の集大成と、『看護

学実践領域』へのステップとして、「基礎看護学実習Ⅱ」を配置している。 
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２年後期には「災害看護」において災害時に必要な知識と技術、看護の役割について学

習し、４年後期において人的・物的・財政的資源の活用と、看護サービスの質の保障を担

保する仕組みについて「看護管理概論」で学習する。 

 

②『看護学実践領域』 

『看護学実践領域』は、『看護学基盤領域』において修得した基礎的な看護実践能力をも

とに、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学の５つの専門領域

において、健康レベルや発達段階、看護の活動の場に応じた展開方法や具体的な実践方法

を学ぶ。各専門領域では、概論と方法論および実習を配置している。総合基礎科目および

専門基礎科目、専門科目の『看護学基盤領域』のそれぞれの科目を段階的に学習してきた

２年の後期に各専門領域の概論を学び、それぞれの発達段階の特徴、取り巻く環境や健康

を維持するための仕組み、特徴的にみられる健康問題を理解する。３年前期には各専門領

域の方法論を通して、発達段階や健康障害に対応した援助方法を学習する。３年後期から

４年前期にかけて各専門領域の実習を通して、それぞれの発達段階、健康障害に対応した

看護の方法を実践し習得する。 

全科目が必修であり、合計 38 単位、２年前期から４年前期に配置している。 

 

③『看護学統合領域』 

『看護学統合領域』は既存の看護学の学習を文字通り統合し、さらにチーム医療におけ

る多職種連携の重要性について学び確実な看護実践能力の修得をめざす。 

本領域の必修科目は、10 科目、14 単位である。『看護学実践領域』では、主に総合病院

において療養生活をおくる人々に対する看護を学習の重点に置いていたが、本領域におい

ては、地域で生活をしながら療養生活をおくる人々に対する看護へと発展させるため、専

門領域として地域看護学を設定した。地域看護学は、公衆衛生看護と在宅看護で構成し、

公衆衛生看護については、地域看護学の総論として「公衆衛生看護学概論」を設定し、対

象となる地域で生活する人々の特性、社会環境の変遷と、健康問題について学習し、「公衆

衛生看護方法論Ⅰ」では健康問題の特性に応じた支援方法について学ぶ。在宅看護は「在

宅看護論」、「在宅看護方法論」、「在宅看護論実習」を設定している。地域看護学の学年配

当は『看護学実践領域』と並行して、２年後期に概論、３年前期に方法論、３年後期に「在

宅看護論実習」を配置している。 

既存の看護学の学習の統合として看護研究の基礎を身につけるために、「看護学研究方

法論」および研究の基本的なプロセスを学ぶ「卒業研究Ⅰ」、「卒業研究Ⅱ」を３年後期か

ら４年前期に設定している。この配置は「看護学研究方法論」を３年前期に学び、各専門

領域の実習を通して、学生が抱く新鮮な疑問や関心を反映させながら、卒業研究に取り組

めることを期待してのものである。「卒業研究Ⅰ」では「看護学研究方法論」の知識を活用

し、研究計画書の作成を目標とする。「卒業研究Ⅱ」は研究計画書の作成後、日本福祉大学

「人を対象とする研究」に関する倫理審査委員会の審議を経た後、データ収集および分析・

整理をし、論文の形式にまとめ学内での発表を行うことを目指す。指導体制は、教授およ

び准教授がそれぞれ６～７名の学生を担当し、ゼミ形式または個別指導により対応する。 

13



これまでに学んだ看護の専門的知識・技術および専門職業人としての態度を統合させ、

より難易性の高い対象者に対しての、質の高い確実な看護実践を学ぶために「看護統合実

習」を４年前期に設定している。 

本学には、社会福祉学部をはじめ健康科学部リハビリテーション学科、子ども発達学部

心理臨床学科があり、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法

士、臨床心理士など、看護に関連の深い専門職を養成している。そうした多職種連携を身

近に体感できる環境を活用した「多職種連携論」を、各専門領域の実習前に行うべく２年

後期に設定している。 

本領域の選択科目は、講義科目である「看護感染論」、「看護教育論」、「緩和ケア論」、「リ

ハビリテーション看護論」、「国際看護論」、「家族看護論」の６科目（12 単位）のうち 4単

位以上と、演習科目である「統合看護基礎技術演習」、「チーム医療連携演習」、「国際保健

演習」の３科目（３単位）から１単位以上を選択できるよう設定している。 

４年後期に専門領域と関連し発展する科目を配置することで、積み上げられた学習と臨

地実習等の体験を通して抱いた関心を学生自身がさらに深める機会となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２)「日本福祉大学スタンダード」を基本とした４つの視点の育成 

(1)『伝える力』 

『伝える力』すなわちコミュニケーションは、他者を理解し、かつ他者からも理解されるよ

うとする過程であり、看護にとってケアの大前提となる重要なスキルである。あらゆる健康状

態にある人々に対しても、対応できるコミュニケーションスキルをそなえることが必要とな

る。 

『伝える力』を育成するために、総合基礎科目では、「基礎ゼミナールⅠ」、「基礎ゼミナー

ルⅡ」、「英語コミュニケーションⅠ」～「英語コミュニケーションⅣ」、「情報処理演習」を配

置した。「基礎ゼミナールⅠ」、「基礎ゼミナールⅡ」では、大学生として学ぶためのスキルの

習得を目指し、同じ教員と学生が一年を通してじっくりと関わり合いながら、大学生としての

読む力、聴く力、話す力、書く力の基礎を習得することを目指す。 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

8（34）

身体と心のはたらき 8

疾病と治療 11

健康支援と社会生活のしくみ 15

看護学基盤領域 15

看護学実践領域 40

看護学統合領域 16（15）

配当年次

単位数

（　　）選択科目単位数

本学部のカリキュラムの体系

1年次 2年次 3年次 4年次

総合基礎科目

専
門
基
礎
科
目

学年

学期

専
門
科
目
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「英語コミュニケーションⅠ」～「英語コミュニケーションⅣ」では、英語によるプレゼン

テーション能力、聞き取りの能力、メールや手紙によるコミュニケーション方法を身につけ

る。 

基礎専門科目では、人間関係の側面から、人の発達と成長の基本的理論を学び、コミュニケ

ーションの基礎と方法について学習する「人間関係論」を配置している。その他の科目は、知

識を得る講義形式が中心となるが、予習および復習、講義への参加意欲、課題レポートへの取

り組みを通して、読む力、聴く力、書く力の強化を図る。 

専門科目では、『看護学基盤領域』の「看護技術演習Ⅰ」において、ヘルスアセスメントの

技術を通して、看護専門職としてのコミュニケーション技術の基礎を習得する。「看護技術演

習Ⅰ」で習得した技術および、総合基礎科目で培ったスキルを最大限に生かし、「基礎看護学

実習Ⅰ」において健康障害をもった対象者にコミュニケーションを実践する。 

「看護技術演習Ⅱ」および「看護技術演習Ⅲ」では、日常生活援助技術、診療過程に伴う診

療援助の技術に必要な、聴く力、話す力を対学生、対教員と関わりながら技術を積み重ね習得

する。「基礎看護学実習Ⅱ」では、看護過程の展開を通して一人の対象者に対して看護実践を

するため、「基礎看護学実習Ⅰ」よりも個別性をふまえたコミュニケーション能力を身につけ

る。 

『看護学実践領域』においては、各専門領域の方法論、実習を通して、発達段階および健康

障害に適した個別性をふまえたコミュニケーション技術の向上を目指す。 

『看護学統合領域』の「在宅看護論」では、地域で生活をする人々を対象とするため、さら

に多様化した対象とのコミュニケーションの機会が得られ、『伝える力』の発展につなげるこ

とができる。学生にとって最後の実習となる「看護統合実習」では、今までの学習成果を最大

限に生かしたコミュニケーションの実践に臨み、看護専門職としての就職後の課題を明確に

する。 

 

(2)『見据える力』 

医療の高度化や看護ニーズの多様化に対応するには、学生が自ら学ぶ力を育み、科学的、論

理的、批判的思考を養うことが必須要件となる。 

『見据える力』を育むために、総合基礎科目において「化学」、「日本の歴史」、「法と社会（日

本国憲法）」、「社会学」、「政治学」、「哲学」を設定した。これらの基礎的な科目を通して、本

質をしっかりと見つめ、見極めるための基礎づくりを行う。「基礎ゼミナールⅠ」、「基礎ゼミ

ナールⅡ」において、学生が関心領域を自覚することで、自主的に学習することを促し、学ぶ

姿勢の基盤形成をする。さらに、学生や教員とのディスカッションや課題に対するレポート作

成により科学的、論理的、批判的思考の基礎をつくる。 

専門基礎科目における身体の構造と機能、心のはたらき、主な疾病と具体的な治療方法、健

康を維持するための支援方法や社会生活を支える機能等で培った知識は、看護を科学的、論理

的、批判的思考に基づいて実践する礎となる。 

専門科目の『看護学基盤領域』の「看護技術演習Ⅰ」～「看護技術演習Ⅲ」および『看護学

実践領域』の各専門領域の方法論および実習は、教員と学生が直接的に関わり合いながら、教

育および指導できる科目となる。個々の学生の特性を鑑みながら、学ぶ力、科学的思考、論理
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的思考、批判的思考を伸ばすことが可能となる。 

『看護学統合領域』の「卒業研究Ⅰ」、「卒業研究Ⅱ」は、学生自身の興味と関心を焦点化し、

研究的思考を習得する科目であり、研究を実施する一連の過程を通して４年間で培った『見据

える力』の集大成とする。 

 

（3）『共感する力』 

看護の対象となる人々に関心を向け、理解し、専門職業人としての倫理観をふまえ、真摯に

対応できる看護職に必要な『共感する力』を育成するために、総合基礎科目において「心理

学」、「異文化理解」、本学の特徴を反映した「福祉社会入門」、「日本福祉大学の歴史」、「知多

学」、「福祉の力」、「聴覚障害者の理解と支援」を設定した。 

専門基礎科目の『身体と心のはたらき』は、看護の対象となる人々への関心を高めるため

に、心の構造や機能、身体と心の関連について基礎的な知識を学ぶ科目であり『共感する力』

の基盤となる。 

専門科目では、『看護学基盤領域』の演習および実習、『看護学実践領域』の各専門領域の方

法論、実習をはじめ、ほぼすべての科目が『共感する力』の育成につながる科目である。『看

護学統合領域』の「看護統合実習」において、専門職業人として対象者に対応する自身の在り

方を考える機会とする。 

 

（4）『関わる力』 

『関わる力』は本学部の中心的な理念であり、人々がどのような健康状態にあっても、大切

で何気ない日常を保証し、確実なケアを提供するために必要となる基礎的な看護技術を身に

つけることである。 

『関わる力』を支える総合基礎科目は、「健康・スポーツ」、「地震と減災社会」、「グローバ

ル教養」により、人々との関係性を形成する基盤を育成する。「福祉社会入門」、「日本福祉大

学の歴史」、「知多学」、「福祉の力」、「聴覚障害者の理解と支援」はオンデマンド授業であり、

時間の自由度が高く、講義への意欲と自主性が不可欠なため『関わる力』の形成にも役立つと

考える。 

専門科目は全てが『関わる力』を育成する科目となる。特に、『看護学基盤領域』の演習お

よび実習、『看護学実践領域』の各専門領域の方法論および実習、『看護学統合領域』の「在宅

看護方法論」、「在宅看護論実習」、「看護統合実習」が中心となる。さらに、「統合看護基礎技

術演習」は、看護専門職としての看護実践能力の課題を明確にする科目となる。 

 

 

３）他職種の役割を認識し看護の立場が理解できる看護職の育成 

医療の場の広がりとともに、福祉領域等に関連する専門職種との連携は一層重要となるため、

それらの専門職者の役割を認識し、看護の立場が理解できる看護職を育成することが重要となる。 

本学には、社会福祉学部をはじめ、健康科学部リハビリテーション学科、子ども発達学部心理

臨床学科があり、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、臨床心

理士など、看護に関連の深い専門職を養成している。多職種連携を身近に体感できる環境を活用
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して、専門科目の『看護学統合領域』において「多職種連携論」および「チーム医療連携演習」

を設定している。 

「多職種連携論」では、保健・医療・福祉における専門職の役割および機能を学び、多職種に

おける連携の在り方および課題について学ぶ。具体的には、本学の他学部に在籍する教員により、

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、臨床心理士の教育におけ

る学習内容および専門職としての役割・機能について学ぶ。 

「チーム医療連携演習」は、本学の保健・医療・福祉に関わる学部に在籍している専門職を目

指す学生と共に、共通のテーマのもと各専門職が目指すべき役割と連携の在り方について討議を

行い、多職種連携の在り方を考える科目である。 

多職種との連携については上記の科目以外にも、全ての実習の体験を通して一層の関心を高め

ていく。 

 

４）保健師課程（選択制） 

保健師課程の設置は、本学が進めてきた保健・医療・福祉の連携、地域連携・貢献を意識した

研究・教育の取組につながるものである。地域・社会、自治体の協力・支援のもとで研究・教育

を行い、本圏域の地域医療・保健に大きく貢献できる人材を輩出することは本学の使命であると

いえる。 

保健師課程は選択制であり、４年次に公衆衛生に関する科目を設置している。 

本学部の必修科目である、専門基礎科目の２年次に配置している「健康管理学」、「保健行動論」、

「公衆衛生学」、「家族社会学」、「疫学」、「保健医療福祉政策論」、「保健医療統計学」および、３

年次に設定している「公衆衛生看護学概論」、「公衆衛生看護方法論Ⅰ」を修得する。公衆衛生看

護学に関する科目は、４年前期に配置している『看護学統合領域』の「公衆衛生看護方法論Ⅱ」、

「公衆衛生看護方法論Ⅲ」、「公衆衛生看護管理活動論」、「公衆衛生看護学実習Ⅰ」、「公衆衛生看

護学実習Ⅱ」である。 

４年前期に公衆衛生看護学に関する科目を設定しているため、３年次までに専門科目の『看護

学統合領域』以外の科目を全て履修できるように実習を配置する。 

保健師国家試験受験資格の取得要件は、総合基礎科目 16 単位、専門基礎科目 34 単位、専門科

目 85 単位、合計 135 単位の修得である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

8（34）

身体と心のはたらき 8

疾病と治療 11

健康支援と社会生活のしくみ 15

看護学基盤領域 15

看護学実践領域 40

看護学統合領域 16（15）

保健師課程科目 11

配当年次

総合基礎科目

専
門
基
礎
科
目

保健師課程のカリキュラムの体系
（　　）選択科目単位数

専
門
科
目

単位数

学期

学年 1年次 2年次 3年次 4年次
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資料編：資料１-７「教育課程と指定規則との対比表（看護師学校）」 

資料編：資料１-８「教育課程と指定規則との対比表（保健師学校）」 
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オ 教員組織の編成の考え方及び特色 

 

１ 教員組織の編成の考え方 

本学部の看護専門領域は、基礎看護学、成人看護学、小児看護学、母性看護学、老年看護学、精

神看護学、地域看護学の７領域で編成することとし、原則として、各専門領域において、教授もし

くは准教授を２名以上、助教１名から３名を配し、学生に対して実践に即した指導、教育ができる

教員配置とした（小児看護学の教授は２名）。あわせて、看護と関連性の深い公衆衛生を専門とする

教授１名を配置した。 

全体としては、教授８名、准教授８名、助教９名の合計 25 名にて編成し、本学部の教育理念であ

る、確実な看護実践能力を備えた看護師の育成に向けて、豊かな看護実践の経験を有する人材を配

置した。加えて、各専門領域における臨床経験を有する者を「実習教育講師」として９名配置する。 

各専門領域の科目は原則として各領域で担当し、概論は教授もしくは准教授が、方法論は准教授

が中心となり、実習については、教授および准教授が統括し、助教および実習教育講師が学生に対

する教育・指導を行う。 

なお、実習教育講師は、各専門領域の臨床経験を有することを条件とし、常勤として任期制で配

置する。実習教育講師の配置により各専門領域において、４～６名の教員・担当者を配置する編成

となり、充実した実習教育の実現を図る。 

 

２ 教員組織の特色 

学部完成年度３月末日時点における専任教員の年齢構成は、40 歳未満：４名（16.0％）、40～49

歳：５名（20.0％）、50～59 歳：11 名（44.0％）、60～69 歳：５名（20.0％）となっており、教員

組織としてバランスのとれた年齢層の編成となっている。 

専任教員の学位取得状況については、博士号取得者：９名（36.0％）、修士号取得者：15 名（60.0％）、

となっている。教授においては、８名中５名（62.5％）が博士号を取得しており、その学位分野は、

医学２名、看護学１名、学術２名であり、看護学に限らず幅広い知識を有している。准教授におい

ても８名中４名（50.0％）が博士号を取得しており、いずれも専門領域の第一線において活躍して

いる。 

教育経験においては、教授が平均で 19.1 年、准教授が 5.2 年、助教が 2.3 年で、特に教授は長

年において大学の看護教育に携わっている人材で構成しており、また、保健・助産・看護の臨床現

場の経験年数においても、その平均が教授で 5.2 年、准教授で 10.0 年、助教で 7.7 年と豊富な臨

床経験を有する人材を登用している。 

 

３ 教員退職後の後任補充の考え方 

学部完成年度３月末日時点の専任教員においては、65 歳以上が３名、60～64 歳が２名となって

いる。本学常勤の教授、准教授の定年は、「学校法人日本福祉大学職員就業規則」により 満 65 歳

と定めているが、学部完成年度までに 65 歳に達する者については、「日本福祉大学特別任用教授規

程」に基づき、任用変更することとしている。 

その上で、教員組織については、教育研究活動を積極的に展開する上で、適正な教員編成（年齢

構成と各専門領域の職位別の教員配置）とするため、後述する「４ 教員の教育研究活動の資質の
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維持向上に向けた取組」のとおり計画し実行する方針である。あわせて、実習教育講師の採用後の

助教への昇任（任用変更）などを行うことにより、専任教員の構成について一層の適正化を図る。  

 

４ 教員の教育研究活動の資質の維持向上に向けた取組 

１）現行の取組 

教員の教育研究活動の資質の維持向上に向けて、以下の取組を推進している。 

 

(1)教育研究計画書・報告書 

平成 14（2002）年度より、教員の自己点検・評価活動の一環として、任期が定められてい

ない教員に対して、所属機関や全学の教育改善・研究推進を目的に、年度初めに自らの教育、

研究、管理運営および社会的な活動に関する「教育研究計画書」を作成し、当該年度末に、

その実績をまとめた「教育研究報告書」を学長に提出することを義務づけている。 

なお、任期が定められている教員においては、任意の提出とし、当該書類は、自己点検・

評価活動およびＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）活動の組織的推進に活用すると

ともに、教員個人の教育研究活動の質的水準向上のために活用されている。 

 

(2)教員資格再審査制度 

平成 15（2003）年度より、本学の教育研究の評価活動として、日本福祉大学教員規則第８

条第２項および日本福祉大学教員資格再審査規程に基づき、任期が定められていない教員に

対して教員資格再審査を実施し、教員の教育研究活動の資質の維持向上に全学的に取り組ん

でいる。 

条件を満たさない場合の措置として、学部教授会は研究業績を上げるための支援・援助を

一定期間提供し、その後、当該年度末に再審査を行い、再審査においても再び業績不足と判

断された場合は、次年度より降格の措置をとる規定としている。 

 

(3)ＦＤの実施 

本学では、平成 20（2008）年の大学設置基準改正において、「大学は、当該大学の授業の

内容および方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする（大学設置

基準第 25 条の３）」ことが規定される以前よりＦＤ活動の取組を進めている。平成 21（2009）

年度には、文部科学省大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラム（Ｇ

Ｐプログラム）に「福祉大学スタンダードきょうゆうプログラム‐日本福祉大学スタンダー

ドの学生・教員・職員への水平展開による教養教育・ＦＤ・ＳＤの一体的推進‐」が採択さ

れており、また、本学へ赴任した教員に対して本学教員が最低限知っておかなければならな

い基礎情報を取りまとめた「教員スタンダードガイドブック」を毎年発刊している。 

本学部では、教員間で学部の教育理念および目標を統一した見解として共有し、各専門領

域に反映できるように、学部委員会等が中心となって初年度より積極的に教育内容について

討議を行う。指導・教育力の向上に向けて、助教および実習教育講師を中心に、演習および

実習に関わる教育・指導の在り方に関するワークショップ等を実施する。 

技術演習等に対して学生が自主的に学習しやすい環境を整えるために、オンデマンドによ
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る講義資料の作成に関する研修会を行う。 

 

(4)学位取得の奨励 

本学大学院博士課程への入学はもとより、他大学大学院の博士課程への入学を含め、学位

取得を奨励する。 

 

(5)「学外研究」制度 

「学外研究」（国内・国外留学制度）制度に本学独自のものとして「学位取得目的」を設け

ている。特に若手教員の学外研究を優先しており、平成 18（2006）～平成 23（2011）年度の

６年間において、この制度を利用した７名中６名が学位を取得している。 

また、「特別研究（サバティカル）」は、一定期間以上、本学の教育・研究、管理運営その他

の大学運営に従事した教員が、本学の学術研究と教育の発展に寄与する活動をすることを目

的に設けている。 

 

(6)学外研究費申請の奨励と支援 

学外研究費の採択促進のため、担当部局による申請に関する情報提供を随時行うとともに、

申請手続きについても支援している。また、申請書作成の学内講習会などもあわせて実施し

ている。 

 

２）導入を検討している支援策 

前述の取組に加え、若手教員、特に助教における教育研究活動の資質の維持向上に資する取組

として、以下のような新たな制度の導入について検討を進めている。 

(1)助教を対象とした大学院（修士課程・博士課程）への進学の推奨 

(2)助教を対象とした研究費助成制度の導入 

(3)科学研究費等の学外助成事業への応募時における書類作成等の支援 

(4)教育・研究・校務等の多面的な領域における相談支援体制（メンター制度）の導入・整備 

(5)顕彰制度の新設 

 

 

資料編：資料３-１「学校法人日本福祉大学職員就業規則」 

資料編：資料３-２「日本福祉大学特別任用教授規程」 

資料編：資料１-９「日本福祉大学教員規則」 

資料編：資料１-10「日本福祉大学教員資格再審査規程」 

資料編：資料１-11「日本福祉大学の教育・研究等点検・評価に関する規程」 
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カ 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

 

１ 教育方法 

１）カリキュラムは、総合基礎科目、専門基礎科目、専門科目の３つの領域を柱として構成してい

る。総合基礎科目は、1 年前期から２年前期に配置し、専門基礎科目は 1 年前期から２年後期

にかけて段階的に専門性を高める配置としている。さらに専門科目は、『看護学基盤領域』を１

年前期から２年前期に配当し、『看護学実践領域』を２年前期から４年前期に、『看護学統合領

域』を２年後期から４年後期へと配置し、徐々に専門性を高め、基本から応用へとつながるカ

リキュラム体系としている。 

 

２）入学定員が 100 名のため、講義科目のクラス単位を 100 名とする。演習については、細かな指

導が実施できるようにクラス単位を１クラス 50 名で設定し、２グループに分けて実施する。

２グループに分ける際に、演習内容に偏りが生じないように同一の教員が担当する。 

 

３）講義科目は１クラス 100 名と大きな単位ではあるが、視聴覚等の設備を充実させる。グループ

討議の際には、1クラス 50 名で実施できるように時間割の編成に配慮する。 

 

４）オムニバス形式の講義については、科目担当責任者を１名配置し、シラバスの整合性、教員間

の教育内容の偏重を避け適正な評価が行われるように配慮する。 

 

５）演習科目については、実習室等を有効に活用できるように、他の専門領域と重複がないように

時間割を構成する。演習科目では、各専門領域の全教員が関わることで、看護技術が確実に習

得できるよう指導を行う。 

なお、各学年の学生が看護技術の自己学習を実施できるように、実習室の使用方法、整備の

仕方について教員間で統一をはかり学習環境の整備を行う。 

 

６）視聴覚教材の作成や視聴覚器材の導入に際しては、ＦＤ活動の充実により教員間で情報を共有

し、教育力の向上を目指す取組を継続的に実施する。 

 

７）臨地実習は、各専門領域の教員が指導を行う。学生配置は１グループ６～７名とし、原則とし

て助教または実習教育講師がそれぞれ１グループを担当し実習指導を行う。各専門領域の教授

と准教授は、講義および演習科目がない曜日に実習指導および助教、実習教育講師の支援を行

う。 

基礎看護学実習Ⅱおよび老年看護学実習Ⅱについては、８グループが同時期に一斉に実習を

行うため、それぞれの専門領域の教員のみで担当することができない。そこで両実習について

は、同時期に保育所実習が開講される小児看護学を除いた他の専門領域の助教および実習教育

講師が実習指導を行う。 
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方法論・演習実施時の時間割の配置例 

 

 

２ 履修指導方法 

１）履修に関するガイダンス 

入学時に、学年暦、カリキュラム、単位制度、授業時間、履修登録の方法、卒業および進級に

関わる事項についてガイダンスを実施する。２年次以降については、前期および後期の開始の際

に、該当年次に関する履修方法等についてガイダンスを実施する。実習科目については、ガイダ

ンスに加えて、各実習の開始前に領域ごとにオリエンテーションを実施する。 

 

２）学生に対する履修指導 

学生が大学生活へ速やかに適応できるように、１年次の基礎ゼミナールを通じて、学生同士お

よび教員との関係づくりの支援を行う。 

その上で、学生に対する在学中の個別支援は、教授、准教授および助教が各学年４～５名の学

生を担当し、履修指導、学生生活の支援、進路指導等を行う。助教が学生を担当する場合には、

教授または准教授がアドバイザーとなり、当該の助教に対するアドバイスを行う。 

 

３）保健師課程希望者の選抜方法 

本学部では、全学生が看護師国家試験受験資格を取得することが可能である。保健師国家試験

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

2

3

4

5

6

老年
看護
実習
Ⅱ

保育
所実
習母性看護方法論 母性看護方法論　

月 4 5 6 7

学年 時限

3年

成人急性期看護
方法論

昭
和
の
日

成人急性期看護方法論　

海
の
日

3年

1
成人急性期看護方法論（講

義）
A・Bクラス

昭
和
の
日

成人急性期看護方法論（講
義）

A・Bクラス

成人急性期看護学方法論　Aクラス　演習

急性期看護方法
論

（講義）
A・Bクラス

4
母性看護方法論

（講義）
A・Bクラス

海
の
日

老年
看護
実習
Ⅱ

保育
所実
習

母性看護学方法論　Bクラス　演習

2
成人急性期看護方法論（講

義）
A・Bクラス

成人急性期看護方法論（講
義）

A・Bクラス

成人急性期看護学方法論　Aクラス　演習

母性看護学方法論　Bクラス　演習

3

急性期看護方法
論

（講義）
A・Bクラス

母性看護方法論
（講義）

A・Bクラス

5
母性看護方法論（講義）

A・Bクラス
母性看護方法論（講義）

A・Bクラス

母性看護学方法論　Aクラス　演習

成人急性期看護学方法論　Bクラス　演習

6
母性看護方法論（講義）

A・Bクラス
母性看護方法論（講義）

A・Bクラス

母性看護学方法論　Aクラス　演習

成人急性期看護学方法論　Bクラス　演習
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受験資格については、保健師課程を選択した者（15 名定員）が取得可能となる。保健師課程の選

択希望調査を２年終了時に実施し、３年前期に試験および面接を行い、判定はその結果と２年次

までの成績を総合的に判断する。保健師課程の選択については、１年次および２年次の前期のガ

イダンスで履修指導を行う。 

 

３ 卒業要件 

１）卒業認定および学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

本学部は、学生ひとりひとりが、自ら学び、考え、問う力を育み、人々に関心を抱き理解を深

める感性を涵養し、個別性に対応できる看護の実践能力を備え、地域社会の保健・医療・福祉に

対して真摯に対応できる看護専門職の育成を理念としており、以下の知識および能力を得た者に

学位を与える。 

 

（1）高いコミュニケーション能力をもち、基礎的な看護実践能力を備えた確実な実践ができる

能力・知識を身につけている者 

（2）保健・医療・福祉に関連する専門職種の役割を認識し、看護専門職として協働性を発揮で

きる者 

（3）地域社会の保健・医療・福祉に対して真摯に対応できる者 

（4）自ら学び続ける能力をそなえた者 

 

２）卒業要件 

本学部の卒業要件は、以下のとおりとする。 

○本学部に４年間以上在学し、総合基礎科目 16 単位（必修科目８単位、選択科目８単位）、

専門基礎科目 34 単位（全て必修科目）、専門科目 74 単位（必修科目 69 単位、選択科目５

単位）、合計 124 単位を修得すること。 

 

４ 履修モデル 

本学部の履修モデルでは、専門科目の『看護学統合領域』の選択科目である「看護感染論」と「リ

ハビリテーション看護論」、「統合看護基礎技術演習」を選択し、基礎的な看護実践能力の確実な修

得を目指す。 

保健師課程の履修モデルは、総合基礎科目の「地域と減災社会」、「知多学」、「福祉社会入門」、『看

護学統合領域』の選択科目である「チーム医療連携演習」を選択することで、福祉領域等に関連す

る専門職種との連携を強化することをねらう。 

 

５ 履修科目の登録の上限 

本学部では、最も多く必修科目を配置する第２学年において必修科目のみで43単位であること、

学修すべき科目を精選しその科目の学修に十分な時間を確保すること、学生のサークル活動や社会

貢献活動等の正課外活動の活動時間を確保すること、以上の観点から、年間履修登録上限単位数を

48 単位と設定する。 
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資料編：資料１-12「履修モデル」 

資料編：資料１-13「履修モデル（保健師課程）」 
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キ 施設、設備等の整備計画 

 

１ 校地用地の整備計画 

本学は、美浜校地（181,096.51 ㎡）、半田校地（37,483.25 ㎡）、名古屋校地（648.00 ㎡）、南知

多校地（4,278.00 ㎡）の４箇所の校地を有し、大学全体として 223,541.76 ㎡の校地を所有してい

るとともに、本学部を開設する東海校地については、平成 25（2013）年９月１日より平成 47（2035）

年３月 31 日までの 21 年７ヶ月間（学部開設後 20 年間）の賃貸借契約を土地所有者である東海市

と締結し、校地（7,664.58 ㎡）を確保している。 

東海校地は、「知多都市計画事業 東海太田川駅周辺土地区画整理事業」地内に所在している。学

生の休息および交流に資する空地として、東海校地と隣接する都市計画公園である「大田公園」を

利活用する。大田公園の整備にあたっては、本学学生と市民の憩いの場として整備主体である東海

市と連携・協働した取組を進めている。 

運動場敷地については、美浜校地と半田校地において 65,400.83 ㎡（美浜校地 58,230.90 ㎡、半

田校地 7,169.93 ㎡）を有している。東海校地は、「知多都市計画事業 東海太田川駅周辺土地区画

整理事業」地内に所在しており運動場敷地の確保が困難なため、当該用地から公共交通機関（名古

屋鉄道利用の場合）にて約 40 分に立地する美浜校地の運動場敷地（美浜校地 58,230.90 ㎡）を共

用する計画である。なお、東海校地と美浜校地については、それぞれ名古屋鉄道の太田川駅と知多

奥田駅に近接しており、学生および教職員の校地間移動について大きな支障はないと考えている。 

また、本学の校地面積については、美浜校地および東海校地を併せて 188,761.09 ㎡を有してお

り、当該校地の収容定員から導き出される学生一人あたりの校地面積は、大学設置基準を大きく上

回る 39.2 ㎡（校地面積：188,761.09 ㎡／収容定員：4,820 名）を確保している。 

 

２ 校舎等施設の整備計画 

１）校舎全体の整備計画 

東海校地の新校舎は、本学部とともに美浜校地から移転する経済学部と国際福祉開発学部が配

置される計画である。 

新校舎は、鉄筋コンクリート造（免震構造）、地上６階地下１階建、延床面積 20,048.90 ㎡であ

り、大学設置基準内面積で 15,589.79 ㎡（うち本学部：6,049.52 ㎡）を整備する計画である。 

新校舎の建築にあたっては、地元自治体である東海市と平成 24（2012）年３月に締結した「東

海市と学校法人日本福祉大学における新キャンパス開設に関わる基本合意書」に基づき、市民に

広く利用可能な施設として活用されることによる地元地域のにぎわいと活性化、新たな文化の創

造と発信、市民への生涯学習機会の提供による地域教育力の向上に取組む拠点として整備すると

ともに、自然災害等の発生時における避難所機能を有する地域防災拠点として整備するという方

針のもと、「東海市地域活力向上事業（地方都市リノベーション推進施設）」の指定を受け、建築

事業費の一部に助成を受けている。 

新校舎は、東海校地のコンセプトである「Community and nursing ～グローバルな視点から、

地域社会に貢献する～」を体現するため、学生・教職員のみならず施設の市民開放も意識した施

設配置を計画するとともに、大規模災害時における危機管理および障害学生への配慮の観点から

次の事項について取組んでいる。 
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(1)地盤改良の実施および免震構造の導入 

将来的に発生が懸念されている南海トラフ地震などの大規模自然災害に備えるため、液状

化対策の地盤改良を実施するとともに、校舎を免震構造とすることにより非常時における地

域防災拠点としての機能を果たすことができるよう配慮した計画としている。 

 

(2)「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー法）」対応 

新校舎建築にあたっては、バリアフリー法第 17 条第３項第１号の規定に基づく建築物移動

等円滑化誘導基準に適合した認定施設として愛知県より認定を受けている。 

 

(3)校舎のエリア設定 

校舎建築においては、学生、教職員などの導線を考慮し、校舎を大きく３つのゾーン「南ウ

ィング（福利厚生・市民開放・共用ゾーン）」、「中央ウィング（経済学部・国際福祉開発学部・

事務ゾーン）」、「北ウィング（看護学部ゾーン）」に区分し整備を行っている（名称は仮称）。 

 

①南ウィング（福利厚生・市民開放・共用ゾーン） 

南ウィングは、福利厚生施設（食堂、売店スペース、図書館、体育館）を集中的に整備す

ることにより、学生間の交流および学生と地域住民の交流が活性化されることを意識した

施設配置とした。また、体育館を５階に配置することにより、大規模災害発生時の避難所と

して利用できるように計画している。 

 

②中央ウィング（経済学部・国際福祉開発学部・事務ゾーン） 

中央ウィングは、１階に事務機能を集約するとともに総合窓口機能を有する事務室を配

置し、学生に対してワンストップサービスの提供を意識した施設配置としている。 

 

③北ウィング（看護学部ゾーン） 

北ウィングは、本学部専用部として整備する。当該エリアに本学部に係る施設（実習室、

演習室、講義室、更衣室、研究室等）を集中的に整備することにより、学生の教室移動を

最小限に抑えるとともに、医療機器や器具等が配置・保管される演習室や機材・保管庫等

のセキュリティを意識した施設配置としている。 

上記に加え看護学部ゾーンにおいては、学生証による入室管理システムを導入し、セキ

ュリティ強化を図る。 
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  ＜東海キャンパス校舎における施設配置＞ 

 
南ウィング 

(福利厚生・市民開放
ゾーン) 

中央ウィング 
(経済・国際福祉 

開発・事務ゾーン) 

北ウィング 
(看護ゾーン) 

 

６階 

防災倉庫 

清掃員控室 

予備室 

研究室×11 室、印刷

室、学生指導室、会議

室×２、執務室×３、

特別応接室 

研究室×12、印刷室、会議室 

 

 

５階 

体育館、ジムスペー

ス、 

体育倉庫、体育準備室 

更衣室 

研究室×20、 

学生指導室×２ 

印刷室、会議室×２ 

研究室×11、倉庫、 

共同作業室、基礎医学実験室 

４階 

講義室(120 名収容)×２

講義室(60 名収容)×４ 

情報処理室、ラウンジ 

演習室×10 

 

 

講義室(60 名収容)×２、 

演習室(10 名収容)×９ 

 

３階 
講義室(120 名収容)×４

講義室(60 名収容)×４ 

講義室(60 名収容)×７ 

ラウンジ 

講義室(120 名収容)×4 

 

２階 

図書館 

 

 

 

 

講義室(300 名収容)×２

ラウンジ×２ 

 

 

 

地域・在宅・老年・精神看護学実習

室、母性・小児看護学実習室、リネ

ン室、看護備品庫、ロッカー室、 

個人自習室、講義室(60 名収容)、

演習室(10 名収容) 

１階 

保健室、売店、食堂、 

ラウンジ、地域交流室 

イングリッシュラウン

ジ 

ラウンジ、事務室 

 

 

基礎看護／成人・老年看護学実習

室、講義室（60 名収容）、器材・標

本倉庫・更衣室 

地下１階 駐車場（116 台収容） 

※看護学部における大学設置基準内施設は下線を引いている（専用と共用部分）。 

※施設名称は仮称であり変更の可能性がある。 

 

２）看護学部の施設、設備の整備計画 

本学部が利用する校舎面積は、6,049.52 ㎡（本学部専用部 3,356.68 ㎡、他学部との共用部

2,692.84 ㎡）となっており、大学設置基準に定められている必要校舎面積 3,140.00 ㎡（保健衛

生学関係（看護学関係））を大きく上回る整備計画である。 

本学部専用部においては、前述の東海キャンパス校舎の施設整備計画に加え、講義系科目 100

名、演習系科目 50 名のクラス編成の教育計画に対応できる施設・設備を整備するとともに、各施

設は次の考え方に基づき整備を行う。 

 

(1)研究室 

研究室は、原則として教授と准教授が使用する個人研究室を 20 室整備することを計画して

いる。個人研究室は、１室あたり面積が約 20 ㎡となっており、当該教員の教育・研究活動の

拠点としての機能だけではなく、学生に対する個人指導等が実施できる環境を確保している。 

また助教および実習教育講師に対しては、原則として合同研究室を整備し、デスクを配置し、

教育・研究活動に取組むことができる環境を整備する。 
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(2)基礎看護／成人・老年看護学実習室および１階倉庫・備品庫 

基礎看護／成人・老年看護学実習室には、23 台の成人用ベッドを整備し、50 名のクラス編

成において、学生２～３名に対して１つのベッドを確保する。同実習室には実習予備室を設置

し、２台のベッドを配置することで、基礎看護学の演習時においても、成人・老年看護学実習

中の学生の自主的な技術演習に活用することが可能となる。 

演習に使用する物品は、50 名のクラス編成を基本とし、他の実習室との共通利用を考慮し

て、必要な数量を設定した。隣接する倉庫・備品庫には、全ての物品を収納するのに十分なス

ペースを確保している。倉庫の一角に更衣スペースを設け、学生および演習協力者の更衣の利

便性を高めた。 

 

(3)地域・在宅・老年・精神看護学実習室、母性・小児看護学実習室および２階倉庫・備品庫 

地域・在宅・老年・精神看護学実習室と母性・小児看護学実習室の間に、物品を収納するた

めの備品庫とフリースペースを設けた。フリースペースは両実習室と移動間仕切で隔てられ、

実習の準備や、映像教材の視聴等の場面で柔軟に活用できる。 

地域・在宅・老年・精神看護学実習室には、４台の在宅用ベッド、和室、キッチン、浴室、

トイレを設置し、より通常の住居に近い環境下で演習できるよう整備した。母性・小児看護学

実習室は、新生児、小児、妊産褥婦に対する看護を学ぶため、それぞれに必要となるベッド(新

生児用ベッド、乳児・幼児用ベッド、学童用ベッド、内診台)を整備した。物品に関しては、

具体的な演習の想定に基づき、さらに１階の基礎看護／成人・老年看護学実習室と物品を共同

利用することを考慮して、必要な数量を設定した。 

地域・在宅・老年・精神看護学実習室と母性・小児看護学実習室が位置する２階には、１階

とは別の洗濯機を設置し、さらに乾燥室を設けることで利便性を高めた。 

 

(4)講義室 

様々な授業形態に対応することに主眼を置き、可動式の机・椅子を導入する。看護学部専用

の講義室を８室（120 名収容教室：４室、60 名収容教室：４室）配置し、うち、４階に整備す

る講義室２室は可動式間仕切りを導入することで、120 名収容が可能となる。60 名収容教室は

各実習室のフロアに配置し、演習科目において座学から演習への移行を円滑に行うことを意

識した施設配置としている。 

 

(5)演習室 

ゼミナールやグループワークを導入した授業の実施、実習指導やその打合せ等、少人数教育

の推進に資する施設整備として、演習室を 10 室整備する。 

 

３ 図書等の資料および図書館の整備計画 

本学の付属図書館は、美浜キャンパスに本館（閲覧席数：555 席、書架収容力：632,850 冊）、半

田キャンパス（同 118 席、71,400 冊）と名古屋キャンパス（同 30 席、50,000 冊）にそれぞれ分館

を設置しており、本学部が設置される東海キャンパスにおいても新たな分館（同 199 席、54,775 冊）

を整備する計画である。その結果、付属図書館全体では、閲覧座席数：902 席、書架収容力：788,625
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冊となる予定である。 

現在、付属図書館においては、社会福祉学領域を中心に、リハビリテーション科学・経済学・教

育学領域のほか、大学院・学部の教育研究活動に必要な主題の専門書を重点的に収集しており、図

書約 530,000 冊と学術雑誌など約 4,500 タイトルを所蔵し、各キャンパスや学部学科を超えて利用

されている。また、インターネットを通じて利用できるデジタルデータベースは国内 16 種、海外

10 種、電子ジャーナルは約 9,000 タイトルを提供しており、適宜、整備を図っている。本学部設置

にあたっては、新たに整備する東海キャンパス分館において、図書約 3,530 冊、学術雑誌約 30 タ

イトル、視聴覚資料約 120 点を同学部開設の前年度（平成 26 年度）末までに整備するとともに、年

次計画的に図書等の教育・研究環境の充実を図る。 

付属図書館の施設は、美浜本館においてはラーニング・コモンズ（学修工房）、グループ閲覧室、

視聴覚ホール（ＡＶホール・プレゼン練習ひろば）、個人学習コーナー、教員・大学院生専用の特別

閲覧室、障害学生閲覧室、パソコンを配置した情報検索コーナー、視聴覚資料閲覧専用のＡＶコー

ナー等、図書館に求められる必要な環境を整備し、9 時 20 分から 22 時まで開館している。また、

半田分館および名古屋分館においても、個人学習コーナー、グループ閲覧室（半田分館のみ）、パソ

コンを配置した情報検索コーナー、視聴覚資料閲覧専用のＡＶコーナー等を整備している。 

本学部が配置される東海キャンパスの分館においては、半田分館と名古屋分館と同様に、ラーニ

ング・コモンズ、個人学習コーナー、パソコンを配置した情報検索コーナー、視聴覚資料閲覧専用

のＡＶブース等を整備する計画である。 

東海キャンパスの開設により、付属図書館は美浜本館と３つの分館（半田分館、名古屋分館、東

海分館）の計４拠点にて構成されることとなるため、図書等の資料は美浜本館と各分館にそれぞれ

の専門性に応じて所蔵されることになる。付属図書館では、すでに本館と既存の２つの分館におい

て、図書等の資料の配送システムを構築しており、利用者が所属するキャンパスの図書館への蔵書・

複写資料の取寄せなど、学内利用者向けに各種のサービスを提供しており、新たに本学部を設置す

る東海分館においても同様のサービスを提供する。 

他大学の図書館等との連携・協力については、国内では大学共同利用機構法人情報・システム研

究機構国立情報学研究所（ＮＩＩ）の目録所在情報サービスにおける図書館間相互貸借システム（Ｉ

ＬＬ）の参加館として、図書館間相互協力を積極的に推進するとともに、海外のＩＬＬも推進し、

多様な資料を提供および入手できる環境を整備している。また、学術にかかわる学習・研究を目的

として所蔵する図書資料を利用する場合に限り、利用登録の上、学外者への図書の貸出等を行って

いる。 

 

 

資料編：資料１-14「専門科目に係る 100 点程度の機械器具、標本、模型の名称および設置

数を記載した書類」 

資料編：資料１-15「専門科目に係る主たる図書の 100 冊程度の目録」 
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ク 入学者選抜の概要 

 

１ 本学部が求める人材像（アドミッション・ポリシー） 

本学部のアドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）は、以下のとおりとする。 

 

○「看護」をしたいと思う人（目的意識の強さ） 

○主体的に学ぼうとする意欲を持つ人 

○他者に関心を向け、理解しようとする人 

○保健・医療・福祉について広く関心を持つ人 

○地域社会への貢献をめざしたい人 

○コミュニケーションの基礎となる国語力を有している人 

 

２ 入学者選抜の方法 

本学部のアドミッション・ポリシーを踏まえ、大学全体で実施する学力検査による一般入学試

験と大学入試センター試験の利用とあわせて、推薦入学試験、社会人入学試験、ＡＯ入学試験を

取り入れることで学力検査に偏重しない選抜方法を実施する。入学定員100名のうち、ＡＯ入学試

験と一般入学試験で60名を募集し、推薦入学試験で40名の募集を行う。 

上記の募集を行うにあたり、以下の選抜方法を実施する。 

 

１）ＡＯ入学試験 

学力では測れない熱意・意欲のある個性豊かな人材を求めることを目的としている。出願にあ

たっては、本学教職員との面談を行うことを必須条件としており、自己アピール書、課題レポー

ト等の出願書類および面接による総合評価により判定を行う入学試験である。 

 

２）一般入学試験 

本学部に必要な基礎学力を判定するため、学力検査により判定を行う入学試験である。「数学」、

「理科」等の理数系科目の学力評価を基本としつつ、「国語」、「英語」による文書理解・解釈等の

能力や記述・表現する能力を考慮した入学者選抜とする。なお、２年目から大学入試センター試

験利用入試を実施する予定である。 

 

(1)Ａ方式 前期日程（３教科型） 

Ａ方式は、「数学」、「国語」、「英語」、「理科」の４教科の中から３教科を選択し、その得点

（300 点満点）により判定する入学試験である。 

 

(2)Ｂ方式 前期日程（２教科型） 

Ｂ方式は、「数学」、「国語」、「英語」、「理科」の４教科の中から２教科もしくは３教科を選

択し、選択した教科のうち高得点１教科は２倍（200 点／300 点満点）にして判定する入学試

験である。また、３教科選択の場合は、選択した教科のうち高得点２教科の得点で選考し、さ

らに最高得点１教科は２倍（200 点／300 点満点）にして判定する入学試験である。 
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(3)Ｍ方式 後期日程（２科目型） 

Ｍ方式は、２教科型のオールマーク方式である。「数学」、「国語」、「英語」、「理科」の４教

科の中から２教科または３教科を選択し、選択した教科のうち高得点１教科は２倍（200 点／

300 点満点）にして判定する入学試験である。また、３教科選択の場合は、高得点の２教科の

得点で選考し、最高得点の１教科を２倍（200 点／300 点満点）にして判定する入学試験であ

る。 

 

(4)センタープラス方式 後期日程（平成 28（2016）年度より実施予定） 

センタープラス方式は、一般入学試験の「数学」、「国語」、「英語」、「理科」の４教科の中か

ら２教科または３教科を選択し、高得点２教科の得点を自動採用するとともに、大学入試セン

ター試験の「数学」、「国語」、「外国語」、「理科」の４教科の２教科２科目を自動採用し、400

点満点で判定する入学試験である。 

 

(5)大学入試センター試験利用入学試験（平成 28（2016）年度より実施予定） 

「全学部出願型」、「５教科５科目型」、「３教科３科目型」、「２教科２科目型」の４方式で実

施する。大学入試センター試験を５教科５科目以上受験している者においては、４方式すべて

に併願が可能である。 

 

３）推薦による入学者選抜方法 

(1)推薦入学試験 

「一般推薦入学試験」、「専門高校・総合学科等推薦入学試験」は、小論文および書類審査に

おいて、教科全般にわたる基礎学力を測るとともに、目的意識や意欲、関心に加えて、人間性、

倫理観、向上心など総合的かつ多面的に判定する入学試験である。 

 

(2)その他の推薦入学試験 

①「指定校推薦入学試験」、「専門高校・総合学科等指定校推薦入学試験」、「付属高等学校推

薦入学試験」、「同窓会推薦入学試験」、「自治体推薦入学試験」では、人物および学力とも

に優れ、本学で積極的に学ぶ意欲を有し、推薦を受けた者を対象としている。入学者選抜

にあたっては、小論文の課題を課し、その点数のみで判定を行う入試制度である。 

 

②「スポーツ推薦入学試験」、「文化・芸術系部活動など推薦入学試験」、「社会人入学試験」

は、面接審査および書類審査において、目的意識や意欲、関心に加えて、自己の取組実績、

人間性、倫理観、コミュニケーション力、持続力、向上心など総合的かつ多面的に判定す

る入学試験である。 

なお、社会人とは、以下の大学入学資格を満たしており、かつ本学の出願資格を有して

いる者のことである。 
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ⅰ.大学入学資格（次のいずれかに該当） 

○高等学校または中等教育学校を卒業した者（学校教育法第 90 条第１項） 

○特別支援学校の高等部または高等専門学校の３年次を修了した者（学校教育法第 90 条

第１号） 

○外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者（12 年未満の課程の場合

は、さらに指定された準備教育課程または研修施設の課程等を修了する必要がある）

（学校教育法施行規則第 150 条第１号、昭和 56 年文部省告示第 153 号第２号） 

○外国における、12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者（12 年未満の課程の

場合は、さらに指定された準備教育課程または研修施設の課程等を修了する必要があ

る）（昭和 56 年文部省告示第 153 号第２号） 

○我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者（12 年

未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程または研修施設の課程等を修了

する必要がある）（昭和 56 年文部省告示第 153 号第３号、第４号） 

○高等学校と同等と認定された在外教育施設の課程を修了した者（学校教育法施行規則

第 150 条第２号） 

○指定された専修学校の高等課程を修了した者（学校教育法施行規則第 150 条第３号） 

○旧制学校等を修了した者（昭和 23 年文部省告示第 47 条第１号～第 19 の２号） 

○国際バカロレア、アビトゥア、バカロレアなど、外国の大学入学資格の保有者（昭和

23 年文部省告示第 47 条第 20 号～第 22 号） 

○国際的な評価団体（ＷＡＳＣ、ＣＩＳ、ＡＣＳＩ）の認定を受けた外国人学校の 12 年

の課程を修了した者（昭和 23 年文部省告示第 47 条第 23 号） 

※ＣＩＳの旧名称であるＥＣＩＳの認定を受けた外国人学校の 12 年の課程を修了し

た者も該当 

○高等学校卒業程度認定試験（旧大検）に合格した者（学校教育法施行規則第 150 条第

５号） 

○大学において個別の入学資格審査により認めた者（学校教育法施行規則第 150 条第７

号） 

 

ⅱ.本学の出願資格（次のいずれかに該当）を有している者 

○就労証明書が提出できる者 

○高等学校を入学前年度に卒業見込みの者で、入学後通学可能な地域の職場に就職が 

 内定している者 

○ＪＯＣＶが行う次の海外協力隊事業（青年海外協力隊、日系社会青年ボランティア、

シニア海外ボランティア、日系社会シニア・ボランティア）の隊員として２年以上海外

で活動した経験を有する者、またはこれに準ずる海外での活動経験を有する者 

 

３ 選抜体制 

本学における入学選抜試験は、入学広報部がその実施に当たるとともに、次に掲げる委員会を設

置し、専任の教職員により実施している。 
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また、以下の組織を設置し、事務はすべて入学広報部が担当している。 

 

１）入試委員会 

本学における入学試験（以下「入試」という。）の適正かつ円滑な運営を図るため設置されてい

る委員会である。同委員会は次の任務を負っている。 

 

(1)入試に関する制度の検討および各会議への提案 

(2)入試要項案の作成 

(3)選考基準の作成 

(4)入試問題の作成や点検に関わる業務 

(5)入試の実施 

(6)合否判定（案）の作成 

(7)その他入試に関わる重要事項の検討 

 

同委員会は、各学部教授会から選出された教員１名および入学広報部長、入試課長をもって構

成され、委員長は学長が任命する。平成 25（2013）年度の開催状況は 13 回である。 

 

２）アドミッション委員会 

学生募集に関わる計画およびアドミッション・ポリシーの円滑な運営を図ることを目的として

設置されている組織である。 

同委員会は、常任理事（企画）、教学担当副学長、総合企画室長および各学部長、入試部長、大

学事務局長、入学広報部長、入学広報課長をもって構成され、平成 25（2013）年度における開催

状況は 11 回である。 
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ケ 資格取得を目的とする場合 

 

１ 取得可能な資格 

 

本学部で取得可能な資格は、次のとおりである。 

取得可能な資格 
国家・民間 

資格の区別 
備 考 

看護師国家試験受験資格 国家資格  

保健師国家試験受験資格 国家資格 
取得希望者のみ 

履修人数制限あり（15 名） 

 

  

35



コ 実習の具体的計画 

 

１ 実習計画の概要 

１）実習のねらい 

臨地実習では、年次ごとに積み上げられた講義および演習での学びを礎に、あらゆる対象との

援助場面を通して人々への理解を深め、個に対して適切に対応できる基礎的な看護実践能力を養

う。 

設定した教育目標にそって臨地実習を行い、学生ひとりひとりが、自ら学び、考え、問う力を

育み、人々に関心を抱き理解を深める感性を涵養し、個別性に対応できる看護の実践能力を備え、

地域社会の保健・医療・福祉に対して真摯に対応できる看護専門職を育成する。 

 

○あらゆる健康状態にある対象に対して、通じ合えるコミュニケーション能力 

コミュニケーションは、他者を理解し、かつ他者からも理解されるようとする過程であり、

看護にとってケアの大前提となる重要なスキルである。臨地実習を通して、様々な発達段階、

健康状態にある対象者に接し、聴く力、書く力、話す力を養い、通じ合えるコミュニケーショ

ン能力を育成する。 

 

○主体的に学ぶ力と、科学的・論理的・批判的思考力 

医療の現場における高度化や看護ニーズの多様化等に対応するため、学生が自ら学ぶ力を育

むことは必須要件である。学生が主体的に学べるような教員の関わりと臨地実習における環境

を整備し、科学的・論理的・批判的な思考力を育成する。 

 

○対象となる人々に関心を向け、理解し、倫理観をふまえ、真摯に対応できる能力 

看護の対象となる人々に関心を向け、理解し、専門職業人としての倫理観をふまえ、真摯に

対応できる看護職を育成する。 

 

○基礎的な看護実践能力を修得し、対象となる人々に対して適切に対応できる能力 

医療は急速に高度化し、複雑化しており、より高い知識と専門性が看護に求められる。しか

しながら、第一に必要とされるのは、基礎的な看護実践能力を身につけ確実なケアを提供でき

る実践者である。あらゆる健康状態にある対象者に対しても、大切な何気ない日常を保証する

ことができる看護専門職を育成する。 

 

○保健・医療・福祉領域に関連する専門職種の役割を認識し、看護専門職として協働性を発揮で

きる能力 

医療の場の広がりとともに、福祉領域等に関連する専門職種との連携は一層重要となるため、

専門職者の役割を認識し、看護の立場が理解できる看護職を育成する。 
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２）臨地実習の概要 

年次ごとの臨地実習の計画は以下のとおりである。 

(1)１年次 

学生にとっては最初の臨地実習として、１年後期に「基礎看護学実習Ⅰ」を配置してい

る。健康障害をもつ対象者が実際に過ごす臨床の場に触れ、療養環境を知り、看護の実際を

見学することで、看護を学ぶことへの関心を高める機会とする。 

 

(2)２年次 

２年前期に配置している「基礎看護学実習Ⅱ」では、健康障害をもつ対象者の臨床の場

や、身体的・心理的・社会的状況について、既存の知識と技術を用いてアセスメントし、対

象に適した看護援助（計画・実践・評価）を実践し、看護過程を展開する基礎的能力を習得

する。 

２年後期の「老年看護学実習Ⅰ」では、デイサービスに訪れる高齢者の日常に触れなが

ら、身体的・心理的特徴をとらえ、個別性に応じたコミュニケーションのあり方について学

習する。 

 

(3)３年次 

３年前期の「老年看護学実習Ⅱ」では、老人保健施設に入所する高齢者に対して加齢およ

び健康問題がおよぼす身体的・心理的影響を考慮しながら、対象に必要な日常生活援助を実

践する。同様時期に、「小児看護学実習」により保育所で過ごす健康な乳幼児と関わり、小

児期の成長と発達の特徴を学習する。 

３年後期から４年前期にかけて、「成人看護学慢性期実習」、「成人看護学急性期実習」、

「老年看護学実習Ⅲ」、「小児看護学実習」、「母性看護学実習」、「精神看護学実習」、「在宅看

護論実習」を配置している。各専門領域の実習では、対象者の発達段階、健康問題を理解し、

様々な療養の場に対応しながら、看護過程の一連のプロセスを通して対象者に適した看護

を実践する。各専門領域の基本的な看護技術を習得する。 

 

(4)４年次 

４年前期に配置している「看護統合実習」では、これまでに学んだ看護の専門的知識・技

術および専門職業人としての態度を統合させ、より難易性の高い対象者に対する質の高い

確実な看護実践を学ぶ。実習を行う専門領域については、学生個々の関心を重視し、成人・

老年・小児・母性・精神・地域看護の各専門領域から学生が選択する。 

 

(5)保健師課程 

４年前期に選択制として保健師課程の「公衆衛生看護学実習Ⅰ」および「公衆衛生看護学

実習Ⅱ」を配置している。「公衆衛生看護学実習Ⅰ」では、保健センターの担当する地区に

ついて、公衆衛生看護学の基盤となる地域看護診断を実践し、地域で暮らす人々のヘルスニ

ーズを把握し、個人、家族、集団、組織に適した公衆衛生看護学の展開を理解する。「公衆

衛生看護学実習Ⅱ」では、保健所、学校保健、産業保健等の公衆衛生看護における活動の場
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を通して、それぞれの機構および機能を学ぶ。主要な看護活動である、保健指導、家庭訪問、

健康相談、健康教育、住民グループへの支援等の支援技術の見学および実践を通して保健師

の役割を学習する。 

 

臨地実習科目一覧 

科目名 単位数 時間数 開講年次 備考 

基礎看護学実習Ⅰ １ 45 １年後期  

基礎看護学実習Ⅱ ２ 90 ２年前期  

成人看護学慢性期実習 ３ 135 ３年後期～４年前期  

成人看護学急性期実習 ３ 135 ３年後期～４年前期  

老年看護学実習Ⅰ １ 45 ２年後期  

老年看護学実習Ⅱ １ 45 ３年前期  

老年看護学実習Ⅲ ２ 90 ３年後期～４年前期  

小児看護学実習 ２ 90 
３年後期～４年前期 

保育所実習３年前期 

 

母性看護学実習 ２ 90 ３年後期～４年前期  

精神看護学実習 ２ 90 ３年後期～４年前期  

在宅看護論実習 ２ 90 ３年後期～４年前期  

看護統合実習 ２ 90 ４年前期  

公衆衛生看護学実習Ⅰ ３ 135 4 年前期 
保健師課程 

選択科目 

公衆衛生看護学実習Ⅱ ２ 90 4 年前期 
保健師課程 

選択科目 

 

２ 実習先確保の状況 

１）実習施設の確保状況 

本学部の設置場所である知多地域を中心に、愛知県の西部に位置する実習施設 64 施設を確保

した。基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、在宅看護論については、

主に総合病院を実習施設としている。 

西知多総合病院（現 東海市民病院、知多市民病院）、半田市立半田病院、常滑市民病院、知多

厚生病院、江南厚生病院、尾西病院、海南病院、豊田厚生病院、笠寺病院、愛知県がんセンター

中央病院、あいち小児保健医療総合センターである。精神看護学については、精神科領域の専門

病院である共和病院を中心に臨地実習を行う。 

小児看護学においては、上記の施設に加えて健康な乳幼児の成長発達を把握する目的で、東海

市の保育所も実習施設とした。 

「老年看護学実習Ⅰ」「老年看護学実習Ⅱ」については、本学部の設置場所である知多地域に所

在するデイサービスセンターおよび老人保健施設を実習施設として確保した。 

「在宅看護論実習」は、総合病院内に設置されている訪問看護ステーションおよび授産所にて

実習を行う。 
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保健師課程の臨地実習については、保健所および市町村保健センター、本学付属高等学校と本

学における学校保健および、隣接する企業の産業保健において見学および実習を行う。保健所お

よび保健センターは、愛知県内の大学および専門学校の調整により、実習開講の２年前にあたる

平成 28（2016）年に具体的な施設および実習期間が決定予定である。産業保健については、新日

鐵住金株式会社名古屋製鐵所、大同特殊鋼株式会社知多工場を設定している。学校保健は、日本

福祉大学付属高等学校および本学（美浜校地）を実習場所とした。 

 

２）実習施設への移動方法 

主な実習場所となる総合病院は、公共交通機関の沿線上に所在している。総合病院の多くは、

最寄駅より徒歩またはバスにて 10 分以内に到着することが可能である。老年看護学、小児看護

学、在宅看護論の実習施設の所在地は、一部が東海市に隣接する名古屋市緑区にあるが、多くが

本学部の設置場所である知多地域の東海市、知多市、常滑市、阿久比町、武豊町である。 

 

３ 実習施設との契約内容 

１）実習施設との契約 

各実習施設に対しては、臨地実習の目的、実習内容、実習期間、学生数、個人情報の保護、対

象者に対する実習協力の同意、医療安全確保および事故発生時の対応、災害発生時の対応、実習

謝金等の臨地実習の実施に関わる事項について契約を行う。 

 

２）個人情報の保護について 

個人情報の保護を実施するために、各実習施設に対して実習前に以下の内容について確認と合

意を行う。学生の個人情報の保護を含めた実習中の倫理的配慮は、学生に対する実習前のオリエ

ンテーションの内容に含めることを、各実習施設に対して事前に説明を行う。 

（1）学生および教員のカルテの閲覧について 

・ 電子カルテの学生および教員のパスワードの設定および管理方法 

・ 電子カルテの閲覧可能な範囲 

・ 紙カルテを閲覧する際の許可の方法 

・ 紙カルテを閲覧できる場所 

（2）個人を特定する情報の管理について 

・ 学生の受け持ち対象者および学生に関する、個人が特定される情報の管理方法 

・ カンファレンスおよび学生の提出した資料の取扱い 

 

３）受け持ち対象者への説明と同意 

臨地実習を実施する際には、対象者およびその家族に対して「臨地実習に関する説明と協力の

お願い」について書面を用いて、事前に学生の実習内容を詳細に説明した上で協力を依頼し、原

則として病棟管理者と実習担当教員がともに対象者および家族に説明し、「臨地実習同意書」へ

の署名による同意を得る。同意書の取扱い保管方法等については各実習施設の意向に従う。 
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４）臨地実習に関わる安全確保および事故発生時の対応 

臨地実習に関わる安全確保の方策については、学生に対する安全確保に関する講義と演習での

学習内容および実習前のオリエンテーションの内容を各実習施設に対して事前に説明を行う。 

臨地実習中に自己傷害（針刺し・外傷・感染等）、対人賠償（転倒転落・誤薬等）、対物賠償（施

設の物品及び薬品の破壊や滅失、対象者・家族の所有物の破損）等が発生した場合の対応策につ

いて、保険上の手続き等を含めて事前に書面を用いて施設と確認を行う。 

 

５）感染予防対策・学生の健康管理について 

学生の感染予防対策および健康管理については、各実習施設が必要とする検査等を確認し、実

施状況等を施設へ説明する。 

インフルエンザ等の感染症については、日常からの感染予防行動および予防接種を励行し、各

実習施設と情報の共有を行う。医療施設等で感染症が発症した際には、各実習施設の指示に従い

感染予防行動を行う。 

 

６）災害発生時の対応 

災害が発生した場合の各施設の対応について事前に情報収集を行う。臨地実習時の施設での災

害発生時の対応については、施設でのオリエンテーションの際に病棟管理者からの説明を依頼す

る。災害発生時の対応については、各施設との対応をふまえ、施設と教員が連携し学生の安全を

確保する。 

臨地実習中の災害警報発令時および大地震発生時の帰宅困難時への対応については、安全な移

動が確認されるまでの待機場所の提供を各施設に対して依頼する。 

 

４ 実習水準の確保の方策 

１）事前準備 

ＦＤ活動を通して、教員間で各専門領域の実習目的、方法を共通理解し、技術の重複等の調整

および到達目標の確認を行う。 

教員は臨地実習前に各施設において研修を行い、臨地実習指導者および看護職員と十分にコミ

ュニケーションを図り、各施設の特徴の把握に努める。各専門領域の臨地実習は実習施設が複数

にわたるため、施設間における看護技術や医療の状況等の違いを事前に把握し、学習内容に隔た

りが生じないように配慮する。 

施設に対しては、学部の教育理念および目標、カリキュラムの内容、実習目的、目標、方法、

臨地実習指導者および教員の役割等について事前説明を十分に行う。施設との事前打ち合わせを

密にし、臨床のスケジュール、報告の方法、看護援助の指導担当、対象者への同意を得る方法、

記録等について具体的に把握し調整を図る。 

実習環境については、各施設において学生の実習中の記録場所、カンファレンスが実施できる

部屋等を確保する。各施設における学生が実習中に使用可能な看護用品について事前に確認を行

う。 

学生に対しては各専門領域の実習前にオリエンテーションを行い、実習目的、目標および方法

の理解を促し、事前学習を通して実習への関心および意欲を高める。 

40



新任の教員に対しては、実習指導方法、実習施設との調整、学生に対する具体的な指導方法に

ついてＦＤ活動において継続的に学部全体で支援を行う。 

 

２）実習への取組 

教員の実習指導は、各専門領域の教授または准教授、助教および実習教育講師が担当する。実

習指導は主に助教および実習教育講師が担当するが、できる限り教授または准教授も学生の実習

指導に関わる。教員間で学生および施設に関する情報交換を常に心がけ、学生に対する教育およ

び指導の充実をはかる。 

なお、実習教育講師は、各専門領域の臨床経験を有することを条件とし、常勤として任期制で

配置する。実習教育講師の配置により各専門領域において、４～６名の教員・担当者を配置する

編成となり、充実した実習教育の実現を図る。 

実習施設との連携強化については、実習に対する意見および疑問等に対しては速やかに対応す

る。学生の実習の到達状況について、臨地実習指導者と日常的な打ち合わせを行い、適切な指導

および助言が行われるように調整を図る。１クールごとに実習の振り返りを臨地実習指導者と行

い、次回の実習指導に生かす。 

実習施設との実習に関する検討会を定期的に開催する。必要時、施設と教員との共同学習会を

実施する。 

新任の教員および実習教育講師に対しては、実習指導上の質問や疑問に対して速やかに対応で

きるように配慮をする。特にはじめて実習を担当する際には、教授および准教授がロールモデル

となり具体的な支援を行う。 

 

５ 実習先との連携体制 

１）本学部への理解の促進 

各専門領域の実習は、一つの実習施設において複数の専門領域が臨地実習を行うため、各実習

施設に対して学部全体の方針等について連絡調整を行う担当の教員を設定し、大学と実習施設と

の連携を確立する。 

各専門領域の事前の打ち合わせについては、施設単位で実習に関する検討会を実習前後に開催

する。必要時、各実習のすべての施設を大学に招き、施設間での交流を図る。 

 

２）実習施設との研修会および勉強会 

実習施設の看護師の研修および研究等を通して、本学の教員との連携がすでにはかられている

実習施設がある。実習施設と大学両者のレベルアップを促進するために、互いのニーズに合わせ

た研修会や勉強会を検討し、さらなる交流を図れるように工夫する。 

 

３）緊急時の連絡体制 

学生の実習中および通学途中の事故等の発生に備え、事前に施設内および施設外の緊急時の連

絡体制を設定する。 
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６ 実習前の準備状況（感染予防対策・保険等の加入） 

１）感染予防対策 

学生の感染予防対策は、入学時に小児感染症、Ｂ型肝炎、百日咳、結核について検査を実施す

る。検便検査については、保育所実習前に実施する。検査結果を元に、学生が各自による健康管

理の実施を励行する。抗体価が低い学生に対しては、ワクチン接種および医療機関への受診を指

導する。 

インフルエンザ等の感染症については、日常からの感染予防行動および予防接種を励行し、感

染症発症時の対応策を設定し、遵守する。医療施設等で感染症が発症した際には、各施設の指示

に従い感染予防行動をはかる。 

 

２）学生の保険等の加入 

学生の保険への加入については、一般社団法人日本看護学校協議会共済会 Will の加入を学生

の自己負担にて義務付ける。 

 

７ 事前・事後における指導計画 

１）臨地実習のオリエンテーション 

臨地実習の概略については、前後期の講義ガイダンスを通じて、臨地実習の概要および開講時

期を提示する。「基礎看護学実習Ⅰ」、「基礎看護学実習Ⅱ」、「老年看護学実習Ⅰ」、「老年看護学実

習Ⅱ」、「小児看護学実習（保育所実習）」については、各臨地実習の開始前に実習オリエンテーシ

ョンを実施する。 

３年後期からの専門領域の臨地実習については、７月頃に全体のオリエンテーションを実施し、

各実習の初日に担当教員から各専門領域の実習目的、実習目標、実施方法、実習内容、記録の説

明、評価方法等について詳細に説明を行う。 

各実習施設におけるオリエンテーションについては、各専門領域に必要な事項について事前に

各施設と相談し、病棟および施設の管理者および臨地実習指導者に依頼し実施する。 

それぞれの臨地実習のオリエンテーションを通じて、学生自身の目標および課題を明確にする。 

 

２）事後の指導計画 

各実習終了後、実習担当教員は学生に対して個別に面接し、達成状況を共に振り返り、今後の

課題を明確にする。必要時、他の専門領域の教員と学生に関する情報の共有を行う。 

記録や課題レポート等は、原則として実習期間内に提出することとし、事後の実習への影響を

最小限とするように配慮する。 

 

８ 専任教員の実習配置計画 

学生は、すべての臨地実習において原則として１グループ６～７名で配置する。各専門領域の実

習は、所属する教員が担当する。日常的な実習指導は、助教および実習教育講師が 1グループをそ

れぞれ 1名が担当するが、講義および演習がない曜日は、教授および准教授も学生の指導におよび

助教、実習教育講師への支援に携わる。実習教育講師が実習指導を担当する場合には、日常的な実

習指導は助教と同様の役割を担うが、病棟管理者等との調整、事故発生時や指導を要する学生への
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対応等については、教授または准教授が速やかに支援する。 

教授と准教授が講義等を終えた後に実習施設に向かう場合、大学から 30 分～１時間程度でほと

んどの施設に到着が可能である。なお、最も大学から遠い施設は豊田厚生病院であり、施設到着ま

で 80 分程度を要する。 

基礎看護学実習Ⅱおよび老年看護学実習Ⅱについては、８グループが同時期に一斉に臨地実習を

実施する計画である。両専門領域の教員のみでは実習担当を行うことができないため、同時期に保

育所実習を開講する小児看護学を除く専門領域の助教および実習教育講師、計 10 名のうち８名が

実習指導を行う。 

 

１）基礎看護学 

基礎看護学は、１名の教授、２名の准教授、１名の助教および２名の実習教育講師を配置予定

である。 

「基礎看護学実習Ⅰ」は、１単位 45 時間で、１年後期の開講であり、看護師が実践する看護を

見学することが中心となる。実習施設は、知多厚生病院、常滑市民病院、西知多総合病院の３箇

所であり、１クール 50 名８グループの学生を配置し、２クール実施する。各施設には、准教授以

上の教員を１名、助教および実習教育講師を２名配置し、准教授以上の教員と助教および実習教

育講師がペアとなり、巡回を中心として学生の実習指導にあたる。 

「基礎看護学実習Ⅱ」は、２単位 90 時間で２年前期の開講であり、健康障害をもつ対象者に対

して、看護過程を展開しながら看護援助を実践する。実習施設は、常滑市民病院、西知多総合病

院、半田市立半田病院の３箇所であり、１クール 50 名８グループの学生を配置し、２クール実施

する。基礎看護学の准教授、助教、実習教育講師それぞれ１名が１グループを担当し、学生の実

習指導を行う。加えて、小児と老年を除く専門領域の助教および実習教育講師３名が指導にあた

る。教授は、全体の統括および調整、助教および実習教育講師の支援を行う。 

「基礎看護学実習Ⅰ」および「基礎看護学実習Ⅱ」の期間は、他の講義および演習科目は開講

しない。 

 

２）成人看護学 

成人看護学は、１名の教授、１名の准教授、２名の助教および２名の実習教育講師を配置予定

である。 

成人看護学の「成人看護学慢性期実習」および「成人看護学急性期実習」は、３単位 135 時間

で、３年後期から４年前期の開講となる。両実習ともに、健康問題をもつ成人期にある対象者お

よび家族に対して、看護過程の一連のプロセスを通して援助を実践する。 

実習施設は慢性期と急性期とを合わせて、愛知県がんセンター中央病院、海南病院、江南厚生

病院、常滑市民病院、西知多総合病院、半田市立半田病院の６箇所となる。慢性期は、准教授と

助教および実習教育講師、急性期は教授と助教および実習教育講師が担当する。助教および実習

教育講師は、１名が 1病棟を担当する。 

実習期間中は、教授と准教授の講義および演習が開講されている。教授および准教授の実習指

導が可能な日数は、３年後期では、全日可能な日程が週３日あり、午前または午後のみ可能な日

程が各１日である。４年前期は、全日可能な日程が週３日あり、午後のみが１日となる。 
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実習施設が複数にわたるため、慢性期および急性期ともに同時に２箇所の施設での臨地実習が

実施されていることもある。２箇所以上の実習施設で臨地実習が行われている場合には、慢性期

および急性期に関わりなく、臨地実習および他の科目の担当がない教授と准教授が実習指導に赴

くこととする。 

 

３）老年看護学 

老年看護学は、２名の准教授、１名の助教および１名の実習教育講師を配置予定である。 

「老年看護学実習Ⅰ」は、1単位 45 時間で、２年後期に開講し、デイサービスに訪れる高齢者

の日常に触れながら、主にコミュニケーションを実践する。デイサービスの施設は 12 箇所であ

り、50 名の学生を 1 施設に４～５名を配置して２クールを実施する。デイサービスの所在地は、

本学部が設置予定である東海市および隣接する知多市である。２名の准教授が統括をおよび実習

の調整、連絡、助教および実習教育講師の支援を行う。准教授と助教および実習教育講師は、１

名が３施設を担当し、巡回にて学生の実習指導を行う。 

「老年看護学実習Ⅱ」は、１単位 45 時間で、３年前期に開講し、老人保健施設に入所する高齢

者に対して必要な日常生活援助を実践する。老人保健施設は同時に８施設で実習を行い、学生を

1 施設６～７名配置し２クールを実施する。老人保健施設の所在地は、知多地域と東海市に隣接

する名古屋市緑区である。２名の准教授が統括を行い、実習の調整、連絡、助教の支援を行う。

准教授および助教と実習教育講師は、１名が１施設を担当し学生の指導にあたる。加えて、基礎

と小児を除く専門領域の助教および実習教育講師４名が、それぞれ１施設を担当し実習指導にあ

たる。 

「老年看護学実習Ⅰ」および「老年看護学実習Ⅱ」の開講時期は、その他の講義および演習科

目は開講しない。 

「老年看護学実習Ⅲ」は、２単位 90 時間で開講時期は３年後期から４年前期である。同実習

は、健康問題をかかえる高齢者に対して、加齢を含めた特徴を多角的にとらえ、看護過程を展開

し必要な援助を実践する。 

実習施設は、知多厚生病院、笠寺病院、江南厚生病院、尾西病院の４箇所である。助教および

実習教育講師は１名が１病棟を担当し実習指導を行う。准教授は、講義および演習科目のない曜

日に実習指導を行う。准教授の実習指導は、３年後期が週に３日が全日可能であり、午後のみが

１日となる。４年前期は、週に３日が全日可能であり、午後のみが１日となる。 

 

４）小児看護学 

小児看護学は、２名の教授（１名学部長）、２名の助教および 1名の実習教育講師を配置予定で

ある。 

「小児看護学実習」は、２単位 90 時間で２年前期に保育所の２日間の実習と、３年後期から４

年前期に総合病院にて実習を行う。同実習は、様々な発達段階および健康レベルにある小児とそ

の家族に接し、看護過程の一連のプロセスを通して必要な援助を実践する。 

実習施設のうち、保育所はすべて東海市内 10 箇所に所在している。臨地実習の施設は、海南病

院、常滑市民病院、豊田厚生病院、西知多総合病院、半田市立半田病院の５箇所である。 

保育所実習は、１保育所に５名の学生を配置し、２日間２クールの実習を行う。学部長である
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教授が全体の統括を行い、教授１名および助教２名と１名の実習教育講師が２～３箇所の保育所

を担当し、巡回しながら学生指導を行う。 

総合病院では、助教および実習教育講師がそれぞれ１病棟を担当し実習指導にあたる。教授１

名は、講義および演習科目のない曜日に実習指導を行う。学部長である教授は、可能な範囲で助

教３名の支援および実習指導を行う。教授の実習指導は、３年後期および４年前期ともに週に４

日が全日可能である。 

 

５）母性看護学 

母性看護学は、１名の教授、１名の准教授、１名の助教および１名の実習教育講師を配置予定

である。 

「母性看護学実習」は、２単位 90 時間で３年後期から４年前期の開講となる。同実習は、妊

娠・分娩・産褥期にある対象者および胎児・新生児の特徴を理解し、看護過程の一連のプロセス

を通して援助を実施する。臨地実習の施設は、豊田厚生病院、知多厚生病院、西知多総合病院、

半田市立半田病院の４箇所である。 

助教および実習教育講師それぞれ１名が１病棟を担当し実習指導を行う。教授および准教授は、

講義および演習科目のない曜日に実習指導を行う。教授および准教授の実習指導は、３年後期が

週に３日が全日可能であり、午後のみ可能な日程が２日である。４年後期は、全日可能な日程が

３日であり、午前または午後のみ可能な日程が２日となる。 

 

６）精神看護学 

精神看護学は、１名の教授、１名の准教授、１名の助教および１名の実習教育講師を配置予定

である。 

「精神看護学実習」は、２単位 90 時間で３年後期から４年前期の開講となる。同実習は、精神

科病棟に入院またはデイケアに通所する対象者に対して、一連の看護過程を展開し、援助過程の

再構成により患者－看護師関係を学ぶ。臨地実習の施設は、共和病院と尾西病院の２箇所である。 

共和病院では１病棟に１名の准教授、助教および実習教育講師が担当する。教授は、実習を統

括し調整および助教、実習教育講師の支援にあたる。尾西病院については、１病棟に１名の助教

および実習教育講師が担当し、教授および准教授は講義および演習科目のない曜日に実習指導を

行う。 

教授および准教授の実習指導は、３年後期が週に２日が全日可能であり、３日が午前または午

後のみ（主に教授）となる。４年後期は、週３日が全日可能であり、午前および午後のみが２日

となる。４年前期の共和病院については、准教授が１病棟を担当するため実習期間中の講義日程

の調整を図る。 

 

７）地域看護学 

地域看護学は、１名の教授、１名の准教授、１名の助教および１名の実習教育講師を配置予定

である。 

「在宅看護論実習」は、２単位 90 時間で３年後期の開講となる。同実習は、総合病院の訪問看

護ステーションと地域医療連携室、授産所において、在宅で療養する対象者の健康状態、家族を
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含めた生活状況を把握し必要な援助を実践する。臨地実習の施設は、笠寺病院、江南厚生病院、

知多厚生病院、尾西病院の４箇所と、授産所５箇所である。 

地域看護学の助教および実習教育講師それぞれ１名が１病院を担当し、学生の実習指導を行う。

加えて、成人看護学の１名の助教が２クールのみ実習を担当する。訪問看護ステーションは、1週

間に１病院３～４名までの配置となり助教が実習指導を担うため、地域医療連携室および授産所

の見学実習については、教授または准教授が講義および演習科目のない日程内で、助教および実

習教育講師と連携しながら巡回にて実習指導を行う。教授および准教授の実習指導は、全日可能

な日程が週３日であり、午前または午後のみ可能な日程が２日である。 

「公衆衛生看護学実習Ⅰ」および「公衆衛生看護学実習Ⅱ」は保健師課程の実習で、Ⅰが３単

位 135 時間、Ⅱが２単位 90 時間であり、いずれも４年前期の開講である。「公衆衛生看護学実習

Ⅰ」は、保健センターの担当地区において地域看護診断の方法を実践し、地域で暮らす人々のヘ

ルスニーズを把握し、公衆衛生看護学の展開を理解する。「公衆衛生看護学実習Ⅱ」では、保健所、

学校保健、産業保健等の公衆衛生看護における活動の場を通して、それぞれの機構および機能を

学ぶ。 

実習施設は、保健所および保健センター、産業保健が新日鐵住金株式会社名古屋製鐵所、大同

特殊鋼株式会社知多工場の２箇所および、学校保健が本学（美浜校地）、日本福祉大学付属高等学

校の２箇所である。保健所および保健センターについては、愛知県の大学および専門学校の協議

により調整し、開講２年前に施設が決定予定である。 

保健師課程の 15 名の学生は、保健センターに３週間、保健所に 1 週間を各３名以内の配置で

実習を行う。学校保健および産業保健は各２日間の見学実習を行う。 

教授および准教授、１名の助教および 1名の実習指導講師がいずれかの施設を担当し、巡回し

ながら学生指導にあたる。臨地実習の開講時期にはその他の講義および演習科目は開講しない。 

 

８）看護統合実習 

「看護統合実習」は、２単位 90 時間で４年前期の開講である。同実習は、これまでに学んだ看

護の専門的知識・技術および専門職業人としての態度を統合させ、より難易性の高い対象者に対

して、質の高い確実な看護実践を学ぶ。実習の看護領域については、学生個々の関心を重視し、

成人・老年・小児・母性・精神・地域看護の各専門領域から学生が選択して履修できるように設

定する。 

「看護統合実習」を担当する教員は、基礎看護学以外の教授および准教授である。地域看護学

は、保健師課程を選択する学生 15名を担当し、その他の５領域は１領域 17名の学生を担当する。

実習施設は、知多厚生病院および共和病院、デイサービスセンター、老人保健施設、保育所、授

産所を除く全ての施設に依頼している。 

「看護統合実習」の実習期間は６～7 月に設定しているが、保健師課程については「公衆衛生

看護学実習Ⅰ」および「公衆衛生看護学実習Ⅱ」と一部時期が重なるため、そのうちの４週間と

する。 

「看護統合実習」は４年次の開講となるため、実習指導の体制は巡回指導を中心とし、各施設

の臨地実習指導者と連携しながら学生の実習指導を行う。 
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９ 実習施設における臨地実習指導者の配置計画 

各実習施設では、１名ないし２名の教員が実習開始から終了まで施設に赴いて指導を行う。各実

習施設では、施設または病棟ごとに１名または２名の臨地実習指導者が配置される予定である。臨

地実習指導者と教員が連携を図りながら、各実習場所において学生の指導を行う。 

臨地実習指導者に対しては、学生の実習受け入れに対する環境の整備、対象者選定の相談、日々

の学生指導体制の調整、看護過程の展開に関する助言および指導、対象者に対する看護実践の助言

および指導を依頼する。 

 

10 成績評価体制および単位認定方法 

成績の評価は、日常の実習指導を担当する助教および実習教育講師の評価をもとに、最終的に各

専門領域の教授および准教授と相談し最終評価とする。なお、実習目標の達成状況に対する教員評

価および学生評価、日々の実習状況、カンファレンスへの参加度、実習記録の内容、出席状況、学

習状況、実習への態度、実習指導者の評価等を総合的に判断する。 

 

 

資料編：資料１-16「日本福祉大学看護学部の臨地実習計画」 

資料編：資料１-17「日本福祉大学看護学部の臨地実習先一覧」 

資料編：資料１-18「主な実習施設の最寄駅からの所要時間」 

資料編：資料１-19「実習施設の所在地」 

資料編：資料１-20「臨地実習要綱」 

資料編：資料１-21「臨地実習における教員の配置計画」 

資料編：資料１-22「時間割素案」 

資料編：資料１-23「各専門領域における教員の講義および臨地実習配置計画」 

資料編：資料 1－7「教育課程と指定規則との対比表（看護師学校）」 

資料編：資料 1－8「教育課程と指定規則との対比表（保健師学校）」 
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サ 多様なメディアを高度に利用して、授業を教室以外の場所で履修させる場合 

 

本学では、日本福祉大学学則第 25 条（メディアを利用して行う授業）の規定に基づき、インター

ネットに接続しているパーソナルコンピュターその他双方向の通信手段を使用し、履修者が希望す

る時に受講が可能でかつ何度でも繰り返し視聴できるオンデマンド科目を開講している。平成 26

（2014）年度は、24 科目が開講される計画である。 

本学部においては、全学教育センター科目のうち「聴覚障害者の支援と理解」「知多学」「福祉社

会入門」「日本福祉大学の歴史」「地震と減災社会」「福祉の力」の６科目を開講する計画である。 

オンデマンド科目は、画像や動画、音声などで構成された講師の講義映像と電子化された資料で

構成されており、学生はそれらにより対面型の授業と同様に受講できるものである。この講義映像

にはすべてテロップが付されており、聴覚障害のある学生に対しても配慮したシステムとなってい

る。 

また、オンデマンド科目には受講期間が設定されており、当該期間中のみ講義の視聴や課題の提

出が出来るシステムであるとともに、全講義の受講が完了していない場合は、当該科目の期末試験

の受験資格が得られないようになっている。オンデマンド科目に係る学習履歴等については、本学

独自開発の学習管理システム「nfu.jp」によって管理・運用されている。 

なお、学生のオンデマンド科目に関する相談（学習計画、科目内容や科目担当教員への問合せな

ど）については、全学教育センターの専任教員が必要な支援を行っているとともに、日常的に発生

する学生の学習環境（情報環境）の支援については、「ＩＣＴサポートデスク」を設置し、学習環境

に支障がないように支援を行っている。 
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シ 管理運営 

 

１ 日本福祉大学の管理運営体制 

本学における管理運営体制は、日本福祉大学学則第９条（評議会）の規定に基づき、本学の重要

事項について審議するための評議会を設置している。評議会の構成員および審議事項は次のとおり

である。なお、会議開催は、原則として月１回、年間 11 回（８月を除く）の開催としている。 

 

１）評議会の構成員 

(1)学長 

(2)副学長 

(3)学長補佐 

(4)大学院委員長 

(5)福祉社会開発研究科、社会福祉学研究科、医療・福祉マネジメント研究科および国際社会

開発研究科の各研究科長 

(6)社会福祉学部、経済学部、福祉経営学部、健康科学部、子ども発達学部、国際福祉開発学

部および看護学部の各学部長 

(7)総合企画室長 

(8)入試委員長 

(9)付属図書館長 

(10)社会福祉学部、経済学部、健康科学部、子ども発達学部、国際福祉開発学部および看護

学部の各教授会構成員から選出された各２名 

(11)福祉経営学部の教授会構成員から選出された１名 

(12)大学事務局長 

 

２）評議会における審議事項 

(1)学則およびそれに付属する諸規定の制定・改廃に係わる事項 

(2)学部・学科その他重要な施設の設置・廃止に関する事項 

(3)大学の将来計画に係わる事項 

(4)教員人事に関する基本事項（教員採用計画・教員組織に関する基本方針） 

(5)研究に関する基本事項 

(6)大学院に関する基本事項 

(7)付属機関運営の基本方針に関する事項 

(8)大学広報・学生募集・就職に関する基本事項 

(9)入学試験に関する基本事項 

(10)学生指導に関する基本事項 

(11)年度毎の事業計画および教育計画に関する基本事項 

(12)付属附置機関長等の選任に関する事項 

(13)全学的教育の推進・実施に関する事項 

(14)教員の人事制度改革に関する事項 
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(15)教育・研究等の点検・評価に関する事項 

(16)その他大学全体に関する重要事項で大学評議会が必要と認める事項 

 

２ 看護学部の管理運営体制 

看護学部における管理運営体制は、日本福祉大学学則第 10 条（教授会）の規定に基づき、教授会

を設置するとともに、学部長のもとに学部委員会を設置し、学部に関わる業務執行を行う組織を置

く。 

教授会は、学部長が教授会の招集および議長を務める。開催は、原則として月１回、年間 11 回

（８月を除く）の開催とし、次の事項について審議する。ただし、全学部に決定を要する事項はこ

れを除くものとする。 

 

１）学生の進級、留年または卒業に関する事項 

２）学生の学籍に関する事項 

３）入学試験に関する事項 

４）学部学生の指導に関する事項 

５）教員人事（学部長の選出、昇格審査、専任教員の任免、非常勤講師の委嘱・派遣等）に関

する事項 

６）大学評議員の選出 

７）学部の将来計画に関する事項 

８）学部の諸規程の制定・改廃に関する事項 

９）学部教育計画に関する事項 

10）学部の研究に関する事項 

11）学部の教育・研究の点検・評価に関する事項 

12）大学評議会から委嘱された事項 

13）その他学部長及び学部教授会が必要と認める事項 

 

以上の内容をはじめ、学部教授会に関する事項は、「日本福祉大学学部教授会運営規則」にて規定

する。 

また、学部委員会は、学部教授会において選出された学部長を中心に、学部教授会の議を経て学

部長が任命した学部委員数名が学部長を補佐し学部に関わる業務執行を行う。学部委員は、教務、

学生、研究、就職その他の業務を担当する委員を置き、学部長を補佐するとともに学部の教学運営

その他の業務執行にあたる。 
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ス 自己点検・評価 

 

１ 本学の自己点検評価活動の概要 

本学は、平成５（1993）年に「日本福祉大学の教育・研究等点検・評価に関する規程」を定め、

組織的な自己点検・評価活動を開始した。以来、同規程に基づき設置した、「日本福祉大学の教育・

研究等点検・評価委員会」（以下「全学評価委員会」と大学院および各学部における自己点検・評価

活動を行う「大学院・学士課程教育等評価委員会」を中心に自己点検・評価活動を推進している。 

また平成 15(2003)年には第三者評価組織として「外部評価委員会」を設置し、本学の教育・研究

活動に対する社会的な評価を受けることにより、自己点検・評価活動の検証を行っている。 

平成 21（2009）年には「ＩＲ推進室」を設置し、自己点検・評価活動をより促進するための基礎

データの収集、分析も行っている。 

毎年学校法人の事業計画と大学、大学の各組織の事業計画との整合をはかり、中間報告・評価、

年間の評価・報告を行うことにより組織全体としてのマネジメントサイクル（ＰＤＣＡ）を確立し

ている。 

 

２ 全学評価委員会および大学院研究科・各学部による自己点検・評価活動 

全学評価委員会は学長を責任者とし、副学長・学長補佐・学部長等の教学役職者と関連事務局管

理職で構成し毎月開催している。同委員会は、自己点検・評価に関する方針の策定と実施、評価結

果の取りまとめと公表、外部評価、大学認証評価に関する事項の推進、教員の「教育研究計画書・

報告書」、「資格再審査」に関する事項の推進を任務としている。また大学院研究科、各学部は研究

科長、学部長を中心として各研究科の自己点検・評価、ＦＤ活動を推進している。具体的な自己点

検評価活動は、以下のとおりである。 

 

１）学部・研究科の自己点検評価 

各学部・研究科、各教学関連組織において事業計画を策定し、年度途中での中間評価・報告、

年間を通じた自己評価を行いＰＤＣＡサイクルの確立に努めている。全科目で授業評価アンケ

ートを実施し、結果を公表している。ＦＤ活動は、平成 20（2008）年の大学設置基準改正によ

る義務化以前より取り組んでおり、全学、各学部学科・研究科、教員個人において様々なＦＤ

活動が推進されている。全学レベルでのＦＤ活動は、平成 25（2013）年度より全学教育センタ

ーが中心となり推進している。 

 

２）「自己点検・評価報告書」・「大学基礎データ」・「FACT BOOK」 

平成 23(2011)年度より「自己点検評価・報告書」の簡易版を毎年、詳細版を大学認証評価

の受審と受審後の中間報告に合わせて作成することとしている。毎年収集する学内の様々なデ

ータは大学認証評価機関である大学基準協会の「大学基礎データ」に準拠したものとして作成

している。また同年度より、膨大な「大学基礎データ」から特に重要な統計データを抜粋し、

現状把握・経年比較のできる図表化したデータ集として「FACT BOOK」を発行し、教職員間での

課題の共有を図っている。 
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３）教員資格再審査 

平成 15（2003）年度より「教員資格再審査規程」に基づき、教員資格再審査を行っている。

採用、昇格、文部科学省の教員資格審査から５年ごとに一定の基準（研究論文２点または著書

１点）の業績を満たすことを条件とし、基準を満たさない場合は１年間の援助・助言期間のの

ちに再度審査し、それでも基準に達しない場合は降格とすることとしている。 

 

４）教育研究計画書・報告書 

平成 14（2002）年度より専任教員全員が作成している。計画書は個々の教員が、所属機関に

おける教育改善や研究推進等を期し、年度ごとに具体的な目標を定めそれを達成するための課

題を明らかにした実行計画である。報告書は計画書に基づいてどのような教育実践を行ったの

か、目標に照らして成果はどうであったかを自己評価・分析をするものである。専任教員は年

度初めに計画書を、年度末にその報告書を提出している。各学部長は学部教員の計画書・報告

書に、学長は全教員の計画書、報告書に目を通し必要な助言を行っている。平成 19（2007）年

度からは計画書・報告書の作成および提出を WEB サイトから行っている。 

 

５）研究者要覧 

平成７（1995）年度より「日本福祉大学研究者要覧」として、本学研究者の経歴、主な研究

業績、学会等での諸活動などについてまとめ、毎年度発行している。 

 

３ 外部評価委員会による自己点検・評価活動 

平成 15（2003）年度より外部評価委員会による第三者評価を行っている。現在は評価領域を「教

育領域」と「研究・社会連携領域」に分け、領域ごとに産業界、研究機関、医療・福祉業界、高校

などへ外部評価委員の委嘱を行い、年間３～４回程度の委員会を開催し、外部の視点からの評価を

受けている。外部評価委員会の意見は全学評価委員会にフィードバックされ本学の教育・研究活動

の改善に繋げている。 

 

４ 大学認証評価機関による評価 

平成７（1995）年に財団法人大学基準協会の正会員となり、平成 15（2003）年度には同協会によ

る相互評価を、平成 22（2010）年度には第 1回の大学認証評価を受審し、いずれも「勧告」事項無

しで「同協会の大学基準に適合している」との認定を受けた。第１回の大学認証評価時に問題点と

して指摘として受けた「助言」および評価の概評で指摘を受けた事項に対しては、毎年、全学評価

委員会においてその改善状況を報告・確認しており、平成 26（2014）年７月に大学基準協会へ改善

報告書を提出する予定である。また次期大学認証評価（平成 29（2017）年度）に向けて、大学認証

評価の新基準を踏まえた「大学基礎データ」の作成、内部評価指標の設定等を行っている。 

 

５ 結果の活用・公表および評価項目 

「日本福祉大学の教育・研究等点検・評価に関する規程」に基づき、次の事項を点検・評価の対

象範囲とし、自己点検・評価を実施し、その結果については教学機関、経営機関の審議に付し、自

己点検・評価報告書は毎年広く WEB サイト上で、FACT BOOK は学内限定サイトで公開している。全
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学、大学院研究科、各学部等諸機関は、自己点検・評価結果および全学評価委員会、外部評価委員

会、大学認証評価からの指摘・助言を尊重し、それぞれの改善計画に反映させている。 

 

１）点検・評価の対象範囲 

(1)大学の理念・目的・長期計画・事業計画に関する事項 

(2)大学の管理運営に関する事項 

(3)入試・学生募集に関する事項 

(4)教育活動に関する事項 

(5)研究活動に関する事項 

(6)学生生活および学生への相談・援助に関する事項 

(7)教員の組織・人事に関する事項 

(8)大学の事務業務に関する事項 

(9)国際交流に関する事項 

(10)付属・付置機関の組織と活動に関する事項 

(11)大学の対外活動に関する事項 

(12)大学財政に関する事項 

(13)その他の事項 

 

２）ホームページアドレス 

http://www.n-fukushi.ac.jp/about/university/self-assessment/index.html 

ホーム ＞ 学園・大学案内 ＞ 大学概要 ＞ 自己点検・評価 

 

 

資料編：資料１-11「日本福祉大学の教育・研究等点検・評価に関する規程」 
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セ 情報の公表 

 

本学では、「学校法人日本福祉大学情報公開規程」に基づき、学園の運営および教育研究等の諸事

業に関わる情報をホームページ上に公開している。その他、学園報等において情報を公開している。 

 

１ ホームページアドレス 

http://www.n-fukushi.ac.jp/koukai/index.html 

ホーム ＞ 学園・大学案内 ＞ 情報公開 

 

２ 情報公開の内容 

１）大学の教育研究上の目的に関すること 

○大学に関わる事項  「日本福祉大学学則 第１条・第２条」 

○社会福祉学部   「学部・学科における教育の目標に関する規則第２条」 

○経済学部   「学部・学科における教育の目標に関する規則第３条」 

○福祉経営学部   「学部・学科における教育の目標に関する規則第４条」 

○福祉経営学部（通信教育） 「教育の目標」 

○子ども発達学部  「学部・学科における教育の目標に関する規則第６条」 

○国際福祉開発学部  「学部・学科における教育の目標に関する規則第７条」 

○健康科学部   「学部・学科における教育の目標に関する規則第８条」 

○大学院   「大学院学則 第１条・第３条」 

○社会福祉学研究科  「大学院の研究科及び専攻の目的に関する規程第３条」 

○医療・福祉マネジメント研究科 「大学院の研究科及び専攻の目的に関する規程第４条」 

○国際社会開発研究科  「大学院の研究科及び専攻の目的に関する規程第５条」 

○福祉社会開発研究科  「大学院の研究科及び専攻の目的に関する規程第６条」 

 

２）教育研究上の基本組織に関すること 

○学部、学科または課程等の名称 「設置学部・大学院研究科」 

○研究科または専攻等の名称 「設置学部・大学院研究科」 

 

３）教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

○教員数・職別人数・法令上の教員確保状況「教員組織・教員数」 

○教員数（男女別）   「専任教員男女別構成」 

○教員数（年齢構成）   「専任教員年齢構成」 

○専任教員と非常勤教員の比率  「専任教員と非常勤教員の比率」 

○教員組織    「2014 年度学校法人日本福祉大学組織図」 

○組織内の役割    「2014 年度日本福祉大学教学役職者等一覧」 

○保有学位・業績等   「専任教員一覧」 
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４）入学者に関する受入方針、入学者の数、収容定員、在学者数、卒業（修了）者数、進学者数、

就職者数 

○入学者受け入れ方針   「アドミッション・ポリシー」 

○入学者数・収容定員・学生数  「入学者数・収容定員・学生数（学部）」 

「入学者数・収容定員・学生数（大学院）」 

○社会人学生数、留学生数  「社会人学生数（通学課程）」 

「外国人留学生数」 

○卒業者数・修了者数   「卒業者数・就職状況（学部）」 

「分野別の就職状況（学部）」 

「修了者数（大学院）」 

「進路状況（大学院）」 

「日本福祉大学学位規則」 

 

５）授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の事業計画に関すること 

○授業科目    「授業科目履修規程（学部、通信教育部、大学院）」 

○授業方法・内容、年間の授業計画 「シラバス（学部、通信教育部、大学院）」 

 

６）学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

○学修成果・評価     「シラバス（学部、通信教育部、大学院）」 

        「授業科目履修規程（学部、通信教育、大学院）」 

        「日本福祉大学試験規程」 

        「大学院学則 第 17 条～第 19 条」 

           「通信教育課程試験規程」 

○卒業・修了基準等     「日本福祉大学学則 第 46 条」 

        「日本福祉大学大学院学則 第 20 条～第 22 条」

        「通信教育部規程 第 39 条」 

        「授業科目履修規程（学部、通信教育、大学院）」 

○必修課程、選択科目、自由科目別単位数「授業科目履修規程（学部、通信教育、大学院）」 

○取得可能な学位     「日本福祉大学学位規則」 

 

７）校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究に関すること 

○キャンパス概要・交通手段    「キャンパス＆地域オフィス」 

        「施設使用規程」 

        「半田キャンパス施設使用規程」 

○運動施設の概要     「運動施設の概要」 

        「スポーツ施設使用規程」 

○課外活動の状況及びそのための施設  「NFU CLUB＆CIRCLE」 

        「学生生活 2014」（pp.75～80） 

        「トレーニングルーム利用規程」 
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○学修環境・厚生施設     「付属図書館」 

        「ICT サポートデスク」 

        「日本福祉大学生活協同組合」 

        「NFU スポーツドーム」 

        「学生生活 2014」（pp.89～95） 

 

８）授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

○入学金・授業料・施設維持費    「2014 年度入学者向けの学校納付金」 

       「学生生活 2014」（pp.82～83） 

        「日本福祉大学学則 第 56 条～第 58 条」 

        「日本福祉大学学費納付規則」 

        「通信教育部規程 第 44 条～第 46 条」 

        「日本福祉大学通信教育部学費等納付規則」 

        「日本福祉大学大学院学則 第 50 条～第 52 条」 

        「日本福祉大学大学院学費納付規則」 

○学費減免      「経済援助学費減免奨学生」 

○学生寮・指定アパート制度・費用   「学生寮・指定アパート」 

        「学生生活 2014」（p.72） 

        「学生寮規則」 

 

９）大学が行う学生の学修、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

○全学共通教育      「全学教育センター」 

○実習教育支援      「教職課程センター」 

        「社会福祉実習教育研究センター」 

        「保育課程センター」 

○学生相談      「学生相談室（学生支援課サイト内）」 

        「学生生活 2014」（pp.61～62） 

○就職支援      「キャリア開発課」 

        「CDP センター」 

        「学生生活 2014」（p.93） 

○保健室      「保健室（学生支援課サイト内）」 

        「学生生活 2014」（pp.56～57） 

○奨学金制度      「奨学金一覧（学生支援課サイト内）」 

        「学生生活 2014」（pp.67～70） 

○留学生支援      「留学生の手引き」 

○障害者支援      「障害学生支援センター」 
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10）その他（教育上の目的に応じた学生が修得すべき知識及び能力に関する情報、学則等各種

規程、設置認可申請書、設置届出書、設置計画履行状況報告等報告書、自己点検評価報告

書、認証評価結果 等） 

 

(1)教育上の目的に応じ学生が履修すべき知識及び能力に関すること 

○社会福祉学部  「社会福祉学科学びの概要」 

     「履修モデル」 

○経済学部      「経済学科学びの概要」 

     「履修モデル」 

○福祉経営学部  「医療・福祉マネジメント学科学びの概要」 

 「履修モデル」 

○福祉経営学部（通信教育） 「学習システム・カリキュラム」 

  「履修モデル」 

○子ども発達学部  「子ども発達学科保育専修学びの概要」 

  「子ども発達学科学校教育専修学びの概要」 

  「心理臨床学科心理臨床専修学びの概要」 

  「心理臨床学科障害児心理専修学びの概要」 

○国際福祉開発学部     「国際福祉開発学科学びの概要」 

  「履修モデル」 

○健康科学部  「リハビリテーション学科理学療法学専攻学びの概要」 

    「リハビリテーション学科作業療法学専攻学びの概要」 

  「リハビリテーション学科介護学専攻学びの概要」 

  「福祉工学科健康情報専修学びの概要」 

  「福祉工学科バリアフリーデザイン専修の学びの概要」 

  「履修モデル」 

○社会福祉学研究科  「社会福祉学専攻修士課程大学院教育課程の特徴」 

 「社会福祉学専攻修士課程（通信教育）大学院教育課程 

  の特徴」 

 「心理臨床学専攻修士課程大学院教育課程の特徴」 

○医療・福祉マネジメント研究科 「医療・福祉マネジメント専攻修士課程大学院教育 

       課程の特徴」 

○国際社会開発研究科 「国際社会開発専攻修士課程（通信教育）大学院教育の 

特徴」 

○福祉社会開発研究科 「社会福祉学専攻博士課程大学院教育課程の特徴」 

   「福祉経営専攻博士課程大学院教育課程の特徴」 

   「国際社会開発専攻博士課程（通信教育）大学院教育課 

  程の特徴」 
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(2)財務に関する情報 

○2013 年度決算・2014 年度予算 「2013 年度決算および 2014 年度予算」 

（全体の概要）   「用語解説」 

○2013 年度事業報告書  「2013 年度事業報告書」 

○2013 年度決算（概要）  「2013 年度の経営状況と財務の状況」 

「財務データの経年比較（三表の概要：過去５ 

 年間）」 

「2013 年度「キャッシュフロー」計算書」 

「2013 年度補助金の概要」 

「2013 年度寄付金の概要」 

○2013 年度決算書表   「2013 年度資金収支計算書」 

「2013 年度消費収支計算書」 

「貸借対照表」 

「固定資産明細表」 

「借入金明細表」 

「基本金明細表」 

「財産目録」 

「監査報告書（監事）」 

「監査報告書（会計士）」 

○2014 年度予算概要   「2014 年度資金収支予書 概表」 

「2014 年度消費収支予算 概表」 

 

(3)自己点検・評価 

○自己点検・評価活動報告書  「2013 年度 自己点検・評価活動報告書」 

「2012 年度 自己点検・評価活動報告書」 

○大学基礎データ   「2013 年度 必須項目 任意項目」 

「2012 年度 必須項目 任意項目」 

「2011 年度 必須項目 任意項目」 

「2010 年度 必須項目 任意項目」 

 

(4)設置認可申請書・設置届出書等 

①ホームページアドレス 

http://www.n-fukushi.ac.jp/about/gakuen/ninka/index.html 

ホーム ＞ 学園・大学案内 ＞ 学園概要 ＞ 設置認可申請書・設置届出書等 

②設置認可申請書・設置届出書等（平成 19（2007）年度分） 

○日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科設置認可申請書 

○日本福祉大学子ども発達学部子ども発達学科設置認可申請書 

○日本福祉大学健康科学部福祉工学科設置届出書 

○日本福祉大学子ども発達学部心理臨床学科設置届出書 
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○日本福祉大学国際福祉開発学部国際福祉開発学科設置届出書 

③設置認可申請書・設置届出書等（平成 20（2008）年度分） 

○日本福祉大学大学院医療・福祉マネジメント研究科医療・福祉マネジメント専攻修

士課程設置届出書 

④収容定員変更関係書類（平成 22（2010）年度分） 

○日本福祉大学収容定員関係学則変更届出書 

 

(5)履行状況報告書 

①ホームページアドレス 

http://www.n-fukushi.ac.jp/about/gakuen/riko/index.html 

ホーム ＞ 学園・大学案内 ＞ 学園概要 ＞ 履行状況報告書 

②平成 24 年度 

○設置      「日本福祉大学国際福祉開発学部国際福祉開発学 

      科【届出】留意事項実施状況報告書」 

○寄附行為      「大学等設置に係る寄附行為（変更）認可後の財  

    政状況及び施設等整備計画の履行状況報告書」 

 

 

資料編：資料１-24「学校法人日本福祉大学情報公開規程」 
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ソ 授業内容方法の改善を図るための組織的な取組 

 

本学では、平成 21（2009）年度に、文部科学省大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推

進プログラム（ＧＰプログラム）に「福祉大学スタンダードきょうゆうプログラム‐日本福祉大学スタ

ンダードの学生・教員・職員への水平展開による教養教育・ＦＤ・ＳＤの一体的推進‐」が採択されて

おり、ＦＤを積極的に進めている。また、本学へ赴任した教員に対して本学教員が最低限知っておかな

ければならない基礎情報を取りまとめた「教員スタンダードガイドブック」を毎年発刊している。 

本学部では、教員間で学部の教育理念および目標を統一した見解として共有し、各領域の専門性に反

映できるように、学部委員会等が中心となって初年度より積極的に教育内容について討議を行う。指導・

教育力の向上に向けて、助教および実習教育講師を中心に、演習および実習に関わる教育・指導の在り

方に関するワークショップ等を実施する。あわせて、技術演習等に対して学生が自主的に学習しやすい

環境を整えるために、オンデマンドによる講義資料の作成に関する研修会を行う予定である。 

 

なお、現時点で行っている取組は以下のとおりである。 

全学 

ＦＤ 

きょうゆうサロン 平成 19（2007）年度より教職員を対象とした教育に関する全学 FD フォ

ーラムを年 2～3 回程度開催。テーマに応じて非常勤教員や学生も参加

対象に加えている。 

ランチタイムＦＤ 平成 23（2011）年度より、教職員が気軽に教育に関する事例の紹介や情

報交換を行う場として実施。平成 25（2013）年度は「効果的な授業実践

の共有」をテーマに年 3回開催。 

きょうゆうサロン 

バスツアー 

平成 19（2007）年度より、教職員を対象とした地域の教育資源・教育フ

ィールドの現場視察・見学ツアーを年 1回程度開催。 

新任教員ＦＤ 

平成 21（2009）年度より、本学へ新たに赴任した専任教員を対象とし

て、研究支援や障害学生への対応の基本などをテーマとしたＦＤ学習プ

ログラムを実施。 

 

さらには、開講されている全ての講義科目について、授業改善等のＦＤ活動の一環として学部教授会

の主導で履修者からの授業評価アンケートを実施している。アンケート結果については、全学評価委員

会に報告されるとともに、当該科目担当教員に通知し、次年度以降の授業内容の検討や授業運営上の工

夫等に活用できるようにしている。 

 

基本的な質問事項：○出席状況と学習への取り組み状況、授業全体の理解度、満足度 

○シラバスの適切性および実際の授業内容との整合性、シラバスに示され

た獲得目標に照らした学習到達状況 

○授業内容・運営（講義の聞き取りやすさ、板書の内容）の適切性 

○教材（テキスト、レジュメ、視聴覚教材等）の適切性 
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タ 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制 

 

１ 教育課程内の取組 

本学部は、看護師国家試験受験資格を取得することを前提として教育課程の編成を行ってお

り、総合基礎科目、専門基礎科目、専門科目のそれぞれの学びを通して専門職業人としての知

識、技術、態度を修得し、職業的自立を目指している。さらに本学部のカリキュラム・ポリシー

である「日本福祉大学スタンダード」を基本とした４つの視点（伝える力、見据える力、共感する

力、関わる力）を重視した科目配置は、専門職業人としての基礎的な看護実践能力のみならず、キ

ャリア形成の育成にもつながる取組である。 

 

２ 教育課程外の取組 

本学では、経済学部と社会福祉学部の教育課程内の共通プログラムとして「地域研究プロジェク

ト」を実施している。同プロジェクトは、地域貢献をテーマに、「あんしん」「にぎわい」「つたえる」

の３つの要素をコンセプトとしており、自治体や地域関係者と協働しながら様々な地域貢献活動を

行っている。地域のニーズを把握しながら企画や立案が行われ、市民協働力(シビック・エンゲージ

メント)を身に付け、共に学び、成長する地域の担い手を養成している。 

本学部ではこうした取組を基盤に、東海キャンパスに移転する経済学部と国際福祉開発学部とと

もに、知多半島５市５町の自治体や地域関係者と協同して多様な活動を展開し、地域社会、地域保

健・医療・福祉の発信拠点となることを目指し、より一層、学生が積極的に参画できる取組と体制

を整備することで社会性と職業的自立性の基礎づくりを期待する。 

 

３ 適切な体制の整備について 

本学では就職キャリア開発委員会が中心となり、学生の進路、就職に係る全学的な支援や学生の

就職意識・キャリア形成にむけた教学連携の推進などを担っている。就職キャリア開発委員会のも

とには、ＣＤＰセンター（キャリア・ディヴェロップメント・プログラム）を配置し、学生が実社

会に求められる職業能力等を身につけるようにキャリアプログラムを実施している。 

また、各学部が所在するキャンパス以外に本学名古屋キャンパス（名古屋校地）にキャリアサポ

ートセンター名古屋を設置し、在校生をはじめ卒業生に対しても積極的な就職・キャリア開発支援

を展開している。学生に対しては、低学年次からの進路支援を行い、キャリアガイダンスを定期的

に開催している。学生の就職活動時には、キャリアアドバイザーを配置するキャリア開発課が中心

となり、個別相談（履歴書添削指、模擬面接等の指導）、就職支援型講座およびキャリア開発講座を

実施している。 

本学部では、全学的な就職活動支援に加え、学生に対する進路指導等の個別支援として、教授、

准教授および助教が各学年４～５名の学生を担当し具体的な進路指導等を行う。 
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